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はじめに

下関市では、平成 年度から令和５年度までを計画期間とした「下関市障害者計画」、令

和３年度から令和５年度までを計画期間とした「下関市障害福祉計画（第６期）」及び「下

関市障害児福祉計画（第２期）」を策定し、「障害のあるなしにかかわらず、誰もが地域か

ら必要な支援を受けながら、地域との関わりの中で自分らしく暮らすことのできるまち」

を目指して、各種障害者施策に取り組んでまいりました。

また、令和３年４月には「下関市手話言語条例」の施行により、市民は、手話及びろう

者に対する理解を深めるものとし、山口県では「障害のある人もない人も共に暮らしやす

い山口県づくり条例」の施行により、令和５年４月から、民間事業者についても合理的配

慮の提供が義務化される等、障害のある人を取り巻く環境は大きく変化してきました。

このような状況を踏まえ、前計画の期間が満了したことからも、令和６年度から令和

年度までを計画期間とする「下関市障害者計画」、令和６年度から令和８年度までを計画

期間とする「下関市障害福祉計画（第７期）」及び「下関市障害児福祉計画（第３期）」を

策定いたしました。

この計画は、これまで取り組んできた前計画の基本理念を引き継ぐとともに、実施して

いる取組の課題について検討を行い、本市の障害のある人の実態やニーズに即した障害者

施策を盛り込んでいます。

今後、本計画の目標の実現に向けて、障害者施策を計画的に実施し、障害福祉サービス

の充実に努めてまいりますので、市民の皆様ならびに関係者の皆様方のさらなるご理解と

ご協力を賜りますようお願いいたします。

結びに、本計画の策定にご尽力いただきました下関市障害者計画等策定委員会の皆様を

はじめ、下関市自立支援協議会やアンケート調査などを通じて、貴重なご意見や多大なる

ご協力をいただきました皆様方に心から感謝申し上げます。

令和６年３月

下関市長 前田 晋太郎
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第１章 計画の策定に当たって

１ 計画の策定の背景と趣旨

本市は、平成 年（ 年）３月に「下関市障害者計画」、「下関市障害福祉計画（第５

期）」及び「下関市障害児福祉計画（第１期）」の３つの計画を一体的に策定し、「ノーマラ

イゼーション」と「リハビリテーション」の理念のもと、『障害のあるなしにかかわらず、

誰もが地域から必要な支援を受けながら、地域との関わりの中で自分らしく暮らすことの

できるまち』を目指すことを基本理念として障害のある人の福祉に関する施策を推進して

きました。

また、令和３年（ 年）３月にこれら３つの計画のうち「下関市障害福祉計画（第５

期）」及び「下関市障害児福祉計画（第１期）」を計画期間満了により、「下関市障害福祉計

画（第６期）」及び「下関市障害児福祉計画（第２期）」として策定しました。

国においては、平成 年（ 年）に批准した「障害者の権利に関する条約（障害者権

利条約）」との整合性確保に留意しつつ、平成 年（ 年）３月に、「障害者基本計画

（第４次）」を策定し、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に取り組んできま

した。

これまで、平成 年（ 年）に改正された「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」

のほか、令和３年（ 年）に成立した「医療的ケア児支援法」に基づき、障害者が自ら

望む地域生活への支援や障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応に向けた取組

等が行われてきました。

また、令和３年（ 年）には、「障害者差別解消法」が改正され、事業者に対する合理

的配慮の提供の義務付けや、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化等が

規定されました。

このほか、障害者の社会参加の促進や共生社会の実現に向け、平成 年（ 年）に

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（障害者文化芸術推進法）」、令和元年

（ 年）に「読書バリアフリー法」、令和４年（ 年）に「障害者による情報の取得及

び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報アクセシビリティ・コ

ミュニケーション施策推進法）」が施行されるなど、様々な法整備が進められる中、令和３

年（ 年）に『東京 オリンピック・パラリンピック』が開催されるなど、障害者等

をとりまく環境及び施策は大きく変化してきています。

また、障害者基本計画の策定や変更に当たっては「障害者情報アクセシビリティ・コミ

ュニケーション施策推進法」の規定の趣旨を踏まえることとされました。

さらに、令和４年（ 年）には、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」が改正され、

令和６年度（ 年度）以降、障害者等の地域生活の支援体制の充実や児童発達支援セン

ターの役割・機能の強化などが行われる予定となっています。
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こうした動向も踏まえつつ、障害者施策の大きな方向性や取り組むべき政策課題等につ

いて、大局的・俯瞰的見地より議論が行われ、その結果、令和４年（ 年） 月、「障害

者基本計画（第５次）の策定に向けた障害者政策委員会意見」がとりまとめられました。

この基本計画は、障害者基本法の目的の達成はもちろんのこと、次に掲げる社会の実現

にも寄与することが期待されています。

・「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当た

り前の価値観を国民全体で共有できる共生社会

・「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念とも軌を一に

した、障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会

・デジタルの活用により、国民一人ひとりの特性やニーズ、希望に即したサービスを

選ぶことができ、障害の有無にかかわらず多様な幸せが実現できる社会

・障害者施策が国民の安全・安心や社会経済の進歩につながるしなやかで豊かな社会

という目指すべき社会の姿を常に念頭に置くとともに、その実現に向けた観点から

不断の取組を進めていくことと定めています。

山口県では、令和３年（ 年）５月に「障害者差別解消法」が改正されたことにより、

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を令和４年（ 年）

月 日に公布・施行しました。

本市においては、令和３年（ 年）４月１日に「下関市手話言語条例」を施行し、令

和４年（ 年）４月に遠隔手話通訳を導入するなど、このような大きな変化に対応する

とともに、これまでの施策の状況を踏まえ、本市の障害者の実態やニーズに即した障害者

施策を、さらに総合的・計画的に推進していくため、「下関市障害者計画」、「下関市障害福

祉計画（第７期）」、「下関市障害児福祉計画（第３期）」を策定します。

２ 計画の位置付けと他計画との整合

（１）根拠法令

下関市障害者計画は、障害者基本法第 条第３項で地方自治体に策定が義務付けられてい

る「市町村障害者計画」であり、障害者施策全般に関する基本的な考え方や方向性を示しま

す。

下関市障害福祉計画（第７期）は、障害者総合支援法第 条第１項で地方自治体に策定が

義務付けられている「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービスの種類ごとの必要な

サービス量の見込及びその確保のための方策を示します。

下関市障害児福祉計画（第３期）は、児童福祉法第 条の 第１項で市町村が定めるもの

とされた「市町村障害児福祉計画」であり、児童福祉法に基づく障害児支援の提供体制の整

備目標などを示します。
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（２）他の計画との関係

本市の行政運営の基本計画である「第２次下関市総合計画」を踏まえ、関連する本市の

様々な計画との整合性を図り、策定したものです。

下関市総合計画

下関市成年後見制度利用促進基本計画

下関市障害者計画

下関市障害福祉計画・下関市障害児福祉計画

“ ”プラン

（下関市子ども・子育て支援事業計画

下関市次世代育成支援行動計画

下関市ひとり親家庭等自立促進計画）

下関市いきいきシルバープラン

（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）

下関市地域福祉計画

ふくふく健康

（下関市健康づくり計画）

下関市スポーツ推進計画

下関市教育振興基本計画

下関市立図書館基本計画
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（３）法令・制度改正の動向

障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律の施行
（平成 年（ 年）４月１日施行）

○ 障害を理由とする差別的取扱いの禁止
○ 合理的配慮の提供

成年後見制度の利用の促進に関する法
律の施行
（平成 年（ 年）５月 日施行）

○ 成年後見制度利用促進委員会の設置

発達障害者支援法の改正
（平成 年（ 年）８月１日施行）

○ 発達障害者支援地域協議会の設置
○ 発達障害者支援センターなどによる支援に関する

配慮

障害者総合支援法（障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するため
の法律）及び児童福祉法の改正
（平成 年（ 年）４月１日施行）

○ 自立生活援助の創設（円滑な地域生活に向けた
相談・助言などを行うサービス）

○ 就労定着支援の創設（就業に伴う生活課題に対
応できるよう、事業所・家族との連絡調整など
の支援を行うサービス）

○ 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用
○ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障

害児福祉計画の策定）
○ 医療的ケアを要する障害児に対する支援

（平成 年（ 年）６月３日施行）

障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部改正
（令和２年（ 年）４月１日施行）

○ 障害者の雇用状況についての的確な把握のた
め、報告徴収の規定を新設

○ 障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に
関する書類保存の義務化

○ 障害者雇用率の算定対象となる障害者であるか
どうかの確認方法を明確化

○ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、
国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実
施に関し、勧告をすることができることとする
適正実施勧告の規定を新設

○ 国等が率先して障害者を雇用する責務の明確化
○ 「障害者活躍推進計画」の作成・公表の義務化
○ 障害者雇用推進者・障害者職業生活相談員の選

任の義務化
○ 週 時間未満の障害者を雇用する事業主に対す

る特例給付金の新設
○ 中小事業主（ 人以下）の認定制度の新設
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地域共生社会の実現のための社会福祉
法等の一部改正
（令和３年（ 年）４月１日施行）

○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対
応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○ 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス
提供体制の整備等の推進

○ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進
○ 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
○ 社会福祉連携推進法人制度の創設

医療的ケア児支援法（医療的ケア児及
びその家族に対する支援に関する法
律）
（令和３年（ 年）９月 日施行）

○ 「医療的ケア」の定義を、人工呼吸器による呼
吸管理、喀痰（かくたん）吸引その他の医療行
為とした

○ 医療的ケア児支援施策を実施する地方公共団体
の責務を明記

障害者情報アクセシビリティ・コミュ
ニケーション施策推進法
（令和４年（ 年）５月 日施行）

○ 障害者による情報の取得利用等に係る施策の推
進

児童福祉法の改正
（令和６年（ 年）４月１日施行）

○ 全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な
相談支援等を行うこども家庭センターの設置等

○ 困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提
供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事
業を創設

○ 児童の意見聴取等の仕組の整備

障害者総合支援法（障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するため
の法律）の改正
（令和６年（ 年）４月１日施行）

○ 共同生活援助（グループホーム）の支援内容と
して、一人暮らし等を希望する者に対する支援
や退去後の相談等が含まれることが、法律上明
確化

○ 就労選択支援（就労アセスメントの手法を活用
し、本人の希望、就労能力や適性等に合った選
択を支援するサービス）の創設
施行期日（案）令和７年（ 年） 月１日
（政令で定める日）

○ 短時間労働者に対する実雇用率算定、障害者雇
用調整金等の見直しと助成措置の強化

○ 医療保護入院の見直し、入院者訪問支援事業の
創設、精神科病院における虐待防止に向けた取
組の一層の推進

○ 難病患者等に対する適切な医療の充実および療
養生活支援の強化

○ 障害者、難病等についてのデータベースに関す
る規定の整備（第三者提供の仕組の規定等）

障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律（障害者差別解消法）の改
正
（令和６年（ 年）４月１日施行）

○ 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必
要かつ合理的な配慮の提供の義務化（改正前は
努力義務、過重な負担がない範囲で行う）
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音声コード

（４）国・山口県の計画策定動向など

年 国 山口県

平成 年

（ 年）

◇障害者総合支援法の施行

◇障害者優先調達推進法の施行
障
害
者
基
本
計
画
（
第
３
次
）

や
ま
ぐ
ち
障
害
者
い
き
い
き
プ
ラ
ン

山
口
県
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
実
施
計
画

（
第
３
期
）

平成 年

（ 年）
◇障害者権利条約の批准

平成 年

（ 年）

◇難病の患者に対する医療等に関

する法律の施行 山
口
県
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
実
施
計
画

（
第
４
期
）

平成 年

（ 年）

◇障害者差別解消法の施行

◇障害者雇用促進法の一部を改正す

る法律の施行

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

◇障害者総合支援法及び児童福祉

法の改正

障
害
者
基
本
計
画
（
第
４
次
）

や
ま
ぐ
ち
障
害
者
い
き
い
き
プ
ラ
ン

山
口
県
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
実
施
計
画

（
第
５
期
障
害
福
祉
計
画
・

第
１
期
障
害
児
福
祉
計
画
）

令和元年

（ 年）
◇読書バリアフリー法の施行

令和２年

（ 年）

◇障害者雇用促進法の一部を改正す

る法律の施行

令和３年

（ 年）

◇障害者差別解消法の改正

◇医療的ケア児及びその家族に対する

支援法の施行 山
口
県
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
実
施
計
画

（
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
・

第
２
期
障
害
児
福
祉
計
画
）

令和４年

（ 年）

◇障害者総合支援法及び児童福祉法の

改正

◇障害者情報アクセシビリティ・コミ

ュニケーション施策推進法の施行

令和５年

（ 年）

障害者基本計画

（第５次）

（５）令和５年度（ 年度）以降の国・山口県の計画策定動向

区 分 計画名称 計画期間（年度）

国 障害者基本計画（第５次）
令和５年度（ 年度）

～令和９年度（ 年度）

山口県

やまぐち障害者いきいきプラン
令和６年度（ 年度）

～令和 年度（ 年度）

山口県障害福祉サービス実施計画

（第７期障害福祉計画・

第３期障害児福祉計画）

令和６年度（ 年度）

～令和８年度（ 年度）
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３． 計画の期間

各計画の期間は、以下のとおりです。

計画名
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

令和９年度

（ 年度）

令和 年度

（ 年度）

令和 年度

（ 年度）

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

総合計画

基本構想

基本計画

地域福祉計画

地域福祉活動計画

いきいきシルバープラン

（ 高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 ）

“ＦｏｒＫｉｄｓ”プラン

（下関市子ども・子育て支援事業計画・下関市

次世代育成支援行動計画・下関市ひとり親家庭

等自立促進計画）

成年後見制度利用促進基本計画

健康づくり計画（ふくふく健康２１）

スポーツ推進計画

教育振興基本計画（下関市教育大綱）

下関市立図書館基本計画

第３次

令和７年度（ 年度）～令和 年度（ 年度）

第４期
令和５年度（ 年度）～令和９年度（ 年度）

第７期計画

令和６年度（ 年度）

～令和８年度（ 年度）

計画期間（令和６年度（ 年度）～令和 年度（ 年度））

プラン２０２０

～令和６年度
（ 年度）

第３期計画

令和６年度（ 年度）

～令和８年度（ 年度）

第８期計画

令和９年度（ 年度）

～令和 年度（ 年度）

第４期計画

令和９年度（ 年度）

～令和 年度（ 年度）

第２次

～令和６年度

（ 年度）

第５期
令和 年度（ 年度）

～令和 年度（ 年度）

第九次

令和６年度（ 年度）
～令和８年度（ 年度）

第十次

令和９年度（ 年度）
～令和 年度（ 年度）

プラン２０２５
令和７年度（ 年度）～令和 年度（ 年度）

第２次

令和５年度（ 年度）～令和９年度（ 年度）

～令和６年度
（ 年度）

計画期間
令和７年度（ 年度）～令和 年度（ 年度）

第３次
令和 年度（ 年度）

～令和 年度（ 年度）

第２期
令和６年度（ 年度）～令和 年度（ 年度）

第三次

令和６年度（ 年度）～令和 年度（ 年度）

後期計画

～令和６年度

年度）

計画期間
令和４年度（ 年度）～令和９年度（ 年度）
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４． 計画の対象者

本計画では、障害者総合支援法に基づき、対象とする障害者の範囲を、身体障害者、知的

障害者及び精神障害者（発達障害者を含む。）並びに制度の谷間となって支援の充実が求め

られていた難病の人など（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令

で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって 歳以上であ

るもの）としています。

また、障害児に関わる内容については、児童福祉法に基づき、身体に障害のある児童、知

的障害のある児童、精神に障害のある児童（発達障害児を含む。）又は難病の児童を対象と

しています。

５． 計画の体制

（１）策定の体制

本計画の策定に当たっては、有識者、関係者、公募によって選ばれた市民で構成される「下

関市障害者計画等策定委員会」によって、関係者や市民からの意見の総意を反映しました。

実績調査等

【調査項目】

・障害のある人へのアンケート調査

・施設・事業者及び当事者団体へのアンケート調査

・福祉サービス利用実績分析

・市勢統計資料分析

・既存計画等文献調査

・社会資源調査 など

現状、課題の抽出

事務局（障害者支援課）

下関市障害者計画等策定委員会

第１回 計画骨子案の検討

第２回 計画素案の検討

第３回 計画最終案の検討、同意

計画素案 意見

市長

意見 就任依頼

計画策定の体制
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（２）調査対象者や関係者などの意見収集及びニーズの把握

本計画の策定に当たっては、障害のある人の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識・

意向並びに障害者団体及び障害福祉サービス提供施設・事業者の課題・意見を把握するため、

以下の調査を行いました。

① 障害者・障害児アンケート調査

実施時期 令和５年（ 年）８月

実施方法 郵送配布・回収

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者及び難病患

者・障害児通所支援利用者から無作為抽出

障害者 人 障害児 人

回収状況

障害者

配布数 人

回収数 人

回収率 ％

障害児

配布数 人

回収数 人

回収率 ％

② 障害者関係団体アンケート調査
実施時期 令和５年（ 年）８月

実施方法 郵送配布・回収

対象者 本市で活動する障害者関係団体 団体

回収状況

配布数 団体

回収数 ８団体

回収率 ％

③ サービス提供者アンケート調査
実施時期 令和５年（ 年）８月

実施方法 メール配布・回収

対象者 本市に事業所を設置するサービス提供者 件

回収状況

配布数 件

回収数 件

回収率 ％
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第２章 障害者施策に関する現状

１． 人口の推移

住民基本台帳に基づく本市の総人口の推移をみると、減少傾向が続いています。年

少人口と生産年齢人口の割合は減少傾向にある一方で、高齢者人口の割合は増加傾向

にあります。

■人口の推移■

資料：住民基本台帳に基づく市総務課集計数（各年３月 日現在）

（単位：人）

平成 年
年

令和元年
年

令和２年
年

令和３年
年

令和４年
年

令和５年
年

年少人口（０～ 歳）

生産年齢人口（ ～ 歳）

高齢者人口（ 歳以上）

総人口

29,948 

(11.3%)

29,464 

(11.2%)

28,920 

(11.2%)

28,336 

(11.0%)

27,632 

(10.9%)

26,814 

(10.8%)

143,805 

(54.3%)
141,101 

(53.8%)
138,828 

(53.5%)
136,387 

(53.2%)
133,465 

(52.9%)
131,810 

(52.9%)

91,273 

(34.4%)
91,690 

(35.0%)
91,598 

(35.3%)
91,677 

(35.8%)
91,316 

(36.2%)
90,388 

(36.3%)

265,026 262,255 259,346 256,400 252,413 249,012 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

人
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２． 障害のある人の現状

（１）障害者手帳所持者（身体・知的・精神）

本市における手帳所持者の合計は、令和元年（ 年）以降は微減傾向にあり、令

和５年（ 年）を令和元年（ 年）と比較すると、 ％の減少となっています。

令和５年（ 年）４月１日現在、複数の手帳所持者をそれぞれ１人と数えた場合

の手帳所持者数は、 人で、住民基本台帳による総人口の ％となっており、令

和元年（ 年）に ％から上昇して以来ほぼ同じ割合で推移しています。

（各手帳所持者数の合計は、複数の手帳を併せ持つ人がいるため、障害のある人の人

数ではありません。）

手帳の種類別でみると、令和５年（ 年）を令和元年（ 年）と比較すると、

身体障害者手帳の所持者は ％の減少、療育手帳の所持者数は ％の増加、精神障

害者保健福祉手帳の所持者数は ％の増加となっています。

■手帳所持者数の推移■

※人数の（ ）は、住民基本台帳人口に占める割合

資料：障害者支援課・健康推進課（各年４月１日現在）

13,552 

(5.1%)

13,480 

(5.1%)
13,076 

(5.0%)
12,832 

(5.0%)
12,465 

(4.9%)
12,104 

(4.9%)

2,284 

(0.9%)

2,355 

(0.9%)
2,397 

(0.9%)
2,441 

(1.0%)
2,484 

(1.0%)
2,536 

(1.0%)

2,391 

(0.9%)

2,531 

(1.0%)
2,620 

(1.0%)
2,669 

(1.0%)
2,699 

(1.1%)
2,755 

(1.1%)

18,227 

(6.9%)

18,366 

(7.0%)
18,093 

(6.9%)
17,942 

(7.0%)
17,648 

(7.0%)
17,395 

(7.0%)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

人
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（２）身体障害者手帳所持者の状況

①等級別

身体障害者手帳所持者数は全ての等級で減少傾向にあり、令和５年（ 年）４月

１日現在では 人で、住民基本台帳による総人口の ％となっています。

■身体障害者手帳所持者数の推移（等級別）■

資料：障害者支援課（各年４月１日現在）

4,188 

(30.9%)

4,216 

(31.3%)
4,121 

(31.5%)
4,071 

(31.7%)
3,914 

(31.4%)
3,842 

(31.7%)

1,877 

(13.8%)

1,841 

(13.6%)
1,787 

(13.7%)
1,743 

(13.6%)
1,688 

(13.5%)
1,633 

(13.5%)

2,588 

(19.1%)
2,549 

(18.9%)
2,442 

(18.7%)
2,365 

(18.4%)
2,341 

(18.8%)
2,299 

(19.0%)

3,078 

(22.7%)
3,019 

(22.4%) 2,916 

(22.3%)
2,816 

(22.0%) 2,716 

(21.8%) 2,557 

(21.1%)

983 

(7.3%)
1,021 

(7.6%) 995 

(7.6%) 1,052 

(8.2%) 1,025 

(8.2%) 1,017 

(8.4%)

838 

(6.2%)
834 

(6.2%) 815 

(6.2%) 785 

(6.1%) 781 

(6.3%) 756 

(6.3%)

13,552 13,480

13,076
12,832

12,465

12,104

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成30年

(2018年)
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２級
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人
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②年齢別

令和５年（ 年）における身体障害者手帳所持者の約８割が、 歳以上の高齢者

となっており、その割合はほぼ横ばいとなっています。

■身体障害者手帳所持者数の推移（年齢別）■

資料：障害者支援課（各年４月１日現在）

③障害種類別

障害の種類別にみると、肢体不自由が最も多く、次いで内部障害、聴覚・平衡機能

障害、視覚障害、音声・言語・そしゃく機能障害の順となっており、それぞれ減少傾

向となっています。

■身体障害者手帳所持者数の推移（障害種類別）■

（単位：人）

平成 年
（ 年）

令和元年
（ 年）

令和２年
（ 年）

令和３年
（ 年）

令和４年
（ 年）

令和５年
（ 年）

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・
そしゃく機能障害

肢体不自由

内部障害

資料：障害者支援課（各年４月１日現在）

183 

(1.4%)

171 

(1.3%)

166 

(1.3%)

162 

(1.3%)

148 

(1.2%)

147 

(1.2%)

2,809 

(20.7%)
2,776 

(20.6%)
2,693 

(20.6%)
2,643 

(20.6%)

2,569 

(20.6%)

2,495 

(20.6%)

10,560 

(77.9%)
10,533 

(78.1%)
10,217 

(78.1%)
10,027 

(78.1%)
9,748 

(78.2%)
9,462 

(78.2%)

13,552 13,480
13,076 12,832

12,465
12,104

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
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(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

65歳以上

18～64歳

18歳未満

人
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音声コード

（３）療育手帳所持者の状況

①等級別

療育手帳所持者数は、「Ａ」判定、「Ｂ」判定ともに増加傾向にありますが、「Ｂ」

判定が約６割を占め、その割合は年々高くなっています。

■療育手帳所持者数の推移（等級別）■

資料：障害者支援課（各年４月１日現在）

②年齢別

年齢別にみると、 歳以上が約８割となっており、その割合はあまり変化がありま

せん。

■療育手帳所持者数の推移（年齢別）■

資料：障害者支援課（各年４月１日現在）

443 

(19.4%)

407 

(17.3%)

444 

(18.5%)

401 

(16.4%)

402 

(16.2%)

438 

(17.3%)

1,593 

(69.7%)

1,668 

(70.8%)

1,685 

(70.3%)
1,745 

(71.5%)

1,765 

(71.0%)

1,776 

(70.0%)

248 

(10.9%)

280 

(11.9%)

268 

(11.2%)

295 

(12.1%)

317 

(12.8%)

322 

(12.7%)

2,284
2,355 2,397 2,441 2,484 2,536

0
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1,000

1,500

2,000
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令和２年
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(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

65歳以上

18～64歳

18歳未満

人

928 

(40.6%)

936 

(39.7%)

933 

(38.9%)

934 

(38.3%)

935 

(37.6%)

928 

(36.6%)

1,356 

(59.4%)

1,419 

(60.3%)

1,464 

(61.1%)

1,507 

(61.7%)

1,549 

(62.4%)

1,608 

(63.4%)

2,284 2,355 2,397 2,441 2,484 2,536

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

Ｂ（軽度）

Ａ（重度）

人
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

①等級別

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にありますが、１級は減少傾向にあり、

２級・３級は増加傾向にあります。

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別）■

資料：健康推進課（各年４月１日現在）

②年齢別

年齢別にみると、 歳以上が ％以上となっていますが、 歳未満の所持者数を令

和５年（ 年）と平成 年（ 年）で比較すると 倍に増えています。

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（年齢別）■

資料：健康推進課（各年４月１日現在）

516 

(21.6%)

524 

(20.7%)

519 

(19.8%)
492 

(18.4%)

471 

(17.5%)

439 

(15.9%)

1,274 

(53.3%)

1,313 

(51.9%)

1,337 

(51.0%)
1,350 

(50.6%)
1,356 

(50.2%)

1,407 

(51.1%)

601 

(25.1%)

694 

(27.4%)

764 

(29.2%)

827 

(31.0%)

872 

(32.3%)

909 

(33.0%)

2,391
2,531

2,620 2,669 2,699
2,755
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令和５年

(2023年)

３級（軽度）

２級（中度）

１級（重度）

人

81 

(3.4%)

65 

(2.6%)

92 

(3.5%)

103 

(3.9%)

125 

(4.6%)

129 

(4.7%)

1,799 

(75.2%)

1,946 

(76.9%)

1,966 

(75.0%)

2,008 

(75.2%)

2,004 

(74.3%)

2,059 

(74.7%)

511 

(21.4%)

520 

(20.5%)

562 

(21.5%)

558 

(20.9%)

570 

(21.1%)

567 

(20.6%)

2,391
2,531

2,620 2,669 2,699 2,755

0
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65歳以上

18～64歳

18歳未満

人
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（５）発達障害者の状況

「発達障害者支援法」において、発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群その

他の広汎性発達障害、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、その他こ

れに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」とさ

れています。

障害児の「障害に関する相談の実施状況」において、令和４年度（ 年度）の発

達障害に関する相談者数は平成 年度（ 年度）の約 倍となっています。

■発達障害者の推移■

（単位：人）

平成 年度
年度

令和元年度
年度

令和２年度
年度

令和３年度
年度

令和４年度
年度

相談者数

相談者数のうち発達障害

資料：障害者支援課

（６）難病患者の状況

特定医療費（指定難病）受給者証所持者数は増加傾向にあり、年３％程度増加して

います。

小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数は、ここ３年ほどは増加していません。

■難病患者の推移■

（単位：人）

令和元年
年

令和２年
年

令和３年
年

令和４年
年

令和５年
年

指定難病

小児慢性特定疾病

資料：健康推進課（各年４月１日現在）

（７）市内民間企業における障害のある人の雇用状況

障害のある人の実雇用率は年々上昇しており、近年では ％を上回っています。

■市内民間企業における障害のある人の雇用状況■

平成 年
年

令和元年
年

令和２年
年

令和３年
年

令和４年
年

常用労働者数（人）

障害のある人（人）

実雇用率（％）

法定雇用率適用企業数（社）

達成企業の割合（％）

資料：下関公共職業安定所（各年６月１日現在）
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第３章 計画の基本方針

１． 基本理念

障害のある人の福祉に関する最も重要な理念である「ノーマライゼーション」と

「リハビリテーション」の理念のもと、障害のあるなしにかかわらず、誰もが地域か

ら必要な支援を受けながら、地域との関わりの中で、自分らしく暮らすことのできる

まちを目指します。

２． 基本方針

本計画では、基本理念の実現に向けて本市が取り組むべき障害者施策を総合的に実

施するため、次の基本方針に沿って課題への対応を図ります。

基本方針（１）地域支援体制の推進

障害のある人に対する偏見や差別意識をなくし、障害のある人と共に生きる地域社

会を実現するために、各種広報手段を活用した啓発・広報活動の充実を図ります。

また、障害のある人が主体的に地域で生活し、その質を高めることができるよう自

身の意欲を喚起し、自立のための支援を総合的に推進します。

併せて、「自助」「互助」「共助」「公助」の地域福祉の視点から地域福祉活動の一環

であるボランティア活動を通じて、障害のある人が地域で生活しやすい環境づくりに

努めます。

さらに、家族や友人・知人のいる地域で安心して暮らしていくためには、日常生活

で抱える諸問題を身近に相談でき、適切な助言を受けられるとともに、障害の程度に

よって得られる情報量やコミュニケーションの量に差が生じないよう、総合相談体制

の確立に努めます。

防災の取組や災害時における障害のある人の避難支援体制の充実に努めるとともに、

防犯対策も含めた安全・安心な生活環境の確保を図ります。

■自助・互助・共助・公助の定義

【自助】

市民一人ひとりが、自らの主体的な取組で生活課題を解決することを「自助」とい

います。日々の生活で、困ったことが起こったときに自分自身や家族で解決すること、

健康づくりや介護予防に取り組み自らの健康を維持すること、自分や家族に必要な情

報を自分自身で収集すること、家族を大切にしたり、積極的に地域の人とのつながり

を持つこと等が「自助」の取組に当たります。
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【互助】

隣近所の住民同士、友人、知人との助け合いや、自治会、民生委員・児童委員、福

祉員、市民活動団体、ＮＰＯ団体、事業者、社会福祉協議会等の地域で活動する団体

の支えにより生活課題を解決することを「互助」といいます。近隣の障害者に声をか

けること、悩みを聞くこと、その悩みを一緒に解決したり相談機関を紹介したりする

こと、地域での見守り活動等が「互助」の取組に当たります。

【共助】

制度化された相互扶助のことを「共助」といいます。介護保険や医療保険に代表さ

れる社会保障制度及びサービスが「共助」に当たります。

【公助】

公的な制度として、福祉・保健・医療その他の関連するサービスを提供することを

「公助」といいます。本計画に基づいて推進する福祉サービスの提供が「公助」に当

たります。

基本方針（２）早期療育・教育の充実

早期療育により障害の軽減を図り自立を促進するために、乳幼児期から身近な場所

において療育やこれに関連する支援が受けられるよう体制の一層の充実を図ります。

障害のあるなしにかかわらず、誰もが地域の学校で学ぶことのできるインクルーシ

ブ教育を推進するとともに、それぞれの子どもたちが持つ能力を最大限に伸ばして、

社会の中で自立し、一人の個人として役割を果たせるよう基礎・基本となるものを身

に付けられるようにします。

このような取組においては、保健・医療・福祉・就労などの関係機関の連携のほか、

関係者の障害への理解の促進や指導力の向上に努めます。

基本方針（３）保健・医療の充実

健康診査などにより、疾病を早期に発見し、生活習慣の改善を図るとともに、ライ

フステージに応じた相談・支援体制の確立を推進します。また、精神障害のある人に

対する適切な医療を確保するとともに、社会復帰対策や地域精神保健対策を推進しま

す。

うつ病等、心の健康問題などへ対応するため、メンタルヘルス支援体制の充実を図

ります。また、難病対策の充実を図ります。
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基本方針（４）就労・雇用の促進

障害者雇用が広がりを見せている現状を踏まえ、地域社会での共生に向け、障害の

ある人が適性と能力を発揮して就業することができるよう、企業などに対し、雇用に

対する理解の促進や、働きやすい環境づくりの働きかけを行う等、支援体制を強化し

ます。

基本方針（５）生活環境の整備

障害のある人が地域で安心して生活でき、地域の活動に参加しやすいよう、建築物

や道路、公共交通機関などのユニバーサルデザイン化を進め、障害のある人をはじめ、

全ての人が安心・快適に暮らせるまちづくりに努めます。併せて、「合理的配慮」を踏

まえたまちづくりを推進します。

また、障害のある人へ配慮した多様な住まいのあり方を検討します。

基本方針（６）障害のある人の権利を尊重するまちづくり

共生社会を実現するために、人権や財産が侵害されることなく、安心して日常生活

を送ることができるよう、障害のある人の権利擁護を一層推進するための体制づくり

に努めます。

併せて、障害のある人に対して必要性が高まる権利擁護の仕組や、虐待防止の取組

について、充実を図るとともに制度の普及に努めます。

基本方針（７）障害福祉サービスなど提供体制の強化

障害のある人に対する福祉サービスは、「障害者及び障害児がその有する能力及び適

性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要なサービス」とされてい

ることから、障害のある人が、できる限り主体的に自立した生活を送れるよう、また

生活の質の向上を実現できるように、障害者総合支援法に基づき、利用者本位の考え

方に立って、地域資源の活用、障害福祉サービスなど利用のための相談支援の充実、

「親亡き後」の生活の場の確保など、サービスの量的・質的充実を図ります。
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３． 施策体系

基本
理念

計画 基本方針 基本施策

障
害
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
地
域
か
ら
必
要
な
支
援
を
受
け
な
が
ら
、

地
域
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち

障
害
者
計
画

１．地域支援体制の推進

（１）啓発・広報活動

（２）地域福祉

（３）相談体制

（４）情報提供体制

（５）日常生活における支援

（６）社会参加

（７）防犯・防災対策及び災害時の対応

（８）障害者団体の育成・支援

（９）国際交流

２．早期療育・教育の充実

（１）障害の早期発見・早期療育

（２）在宅障害児に対する相談、支援の充実

（３）子どもたちの状況に応じたきめ細かな教育の推進

３．保健・医療の充実
（１）健康づくりの促進

（２）障害のある人の保健・医療の充実

４．就労・雇用の促進
（１）雇用の拡大

（２）総合的な就労支援施策の推進

５．生活環境の整備
（１）人にやさしいまちづくりの推進

（２）住まいの整備

６．障害のある人の権利を

尊重するまちづくり

（１）権利擁護

（２）虐待防止

（３）人権啓発活動などの推進と差別解消の促進

障
害
福
祉
計
画
（
第
７
期
）

１．障害福祉サービス

（１）訪問系サービス

（２）日中活動系サービス

（３）居住系サービス

（４）相談支援

２．地域生活支援事業

（１）相談支援事業

（２）意思疎通支援事業

（３）日常生活用具給付等事業

（４）移動支援事業

（５）地域活動支援センター事業

（６）その他の事業

３．令和８年度（ 年度）に向けた成果目標

障
害
児
福
祉
計
画

（
第
３
期
）

１．障害児支援

（１）児童発達支援（福祉型）

（２）児童発達支援（医療型）

（３）放課後等デイサービス

（４）保育所等訪問支援

（５）居宅訪問型児童発達支援

（６）障害児相談支援

（７）医療的ケア児コーディネーター

２．令和８年度（ 年度）に向けた成果目標
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第４章 障害者計画

１． 地域支援体制の推進

現状と課題

●障害のある人もない人も、共に生きるためには、社会を構成する全ての人々が障害

や障害のある人に対する理解を深め、「ノーマライゼーション」の理念を社会全体

に浸透させることが重要です。

●外見からは周囲の人が気付きにくい障害のある人については、その障害の特性や必

要な配慮などに関し、一層の理解が求められています。

●職場や地域の人の障害への理解を深めるためには、地域福祉における「自助」「互

助」「共助」「公助」による地域や住民などによる支え合いが基礎となります。本市

においても地域における見守りネットワークづくりやボランティアの養成などの

様々な取組を行っています。

●各種の相談業務については、下関市自立支援協議会を中心に相談支援体制が構築さ

れています。アンケート調査で、障害のある人にとって暮らしやすいまちづくりに

必要なこととしては、「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」が第

１位にあげられています。この相談窓口には、近くにあること、いつでも相談でき

ること、専門的な相談ができることなどが求められています。

●障害者差別の解消に向けた社会的障壁の除去のため、あらゆる場面において、障害

のある人のアクセシビリティ向上の環境整備を図ることが重要と位置付けられてい

ます。

●障害のある人の積極的な社会参加を図るためには、社会参加の機会の拡充や交流の

場を実現させることが重要です。アンケート調査では、参加したい行事や活動とし

て、「趣味やスポーツなどのサークル活動」、「自治会活動、祭りなどの地域行事」、

「文化・スポーツ活動」が上位を占めており、これらを中心とした活動機会の創出

が必要と考えます。

●活動の拠点づくりや情報の収集・提供等とともに、活動団体同士のネットワークを

強化することが必要です。

●障害のある人には、個々の特性による移動やコミュニケーションの難しさがあるた

め、防犯・防災対策及び災害時の対応は特に重要です。避難生活では厳しい環境下

に置かれるため、特に支援が必要になります。アンケート調査では、災害時に一人

で避難できると答えた人は４割に留まり、「安全なところまで、迅速に避難するこ

とができない」ことが「投薬や治療が受けられない」、「避難場所の設備（トイレな

ど）や生活環境が不安」に次いで災害時に困ることの第３位となっており、それぞ

れ４割以上を占めています。平常時から障害のある人に配慮した防災対策と、災害

時の安全確保のための体制づくりが必要です。
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施策の方向

（１）啓発・広報活動

①障害に関する正しい理解の促進

・市広報誌やホームページをはじめ、新聞やテレビ、ラジオなどのマスメディアの

活用などにより、障害や障害のある人、援助や配慮を必要としていることが外見

からはわからない人への正しい理解の促進に努めるとともに、「心のバリアフリー」

の理解促進に取り組みます。

・「障害者雇用支援月間」（９月）、「障害者週間」（ 月３日～ 月９日）、「人権週間」

（ 月４日～ 月 日）の周知を図ります。

・「世界自閉症啓発デー」（４月２日）、「発達障害者啓発週間」（４月２日～８日）を

中心に、発達障害についての周知を図ります。

・「手話言語の国際デー」（９月 日）を中心に、手話についての周知を図ります。

②各種イベントの支援

・障害のあるなしにかかわらず、子どもから高齢者まで、様々な人の参加及び交流

ができるイベントの実施を支援します。

③福祉に関する学習機会の充実

・児童生徒が社会福祉に対する理解と関心を深められるよう、新学習指導要領の実

施にあわせて、福祉教育のカリキュラムの見直しを行い、学校教育活動全体を通

して実践します。計画的に福祉教育に取り組みます。

・手話・要約筆記の講習会など、障害に関して学ぶ機会の充実を図ります。

④啓発資料の作成

・障害のある人の施策に関するわかりやすい資料の作成に努め、より多くの人に周

知します。

⑤障害者関係団体による啓発活動の促進

・障害に関して広く市民の理解を深めるため、障害者関係団体との連携・支援をよ

り一層強化し、啓発活動の促進を図ります。



23 

音声コード

（２）地域福祉

①地域福祉計画の推進

・下関市地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会などと連携しながら、自治会やま

ちづくり協議会など地域の各種団体や民生委員・児童委員、ＮＰＯ、ボランティ

ア、事業者、保健・医療関係者など、市民グループが行う主体的な活動を支援し、

地域全体の福祉の向上を図ります。

・第４期計画（令和５～９年度）では、これまでの取組を発展させるとともに、社

会福祉協議会が作成する地域福祉活動計画と一体的に策定することにより、実効

性を高めていきます。

②地域における見守りネットワークづくり

・少子高齢化等の社会経済情勢の変化がある中で、地域で生活している障害のある

人が安心して生活していけるように、地域において高齢者や障害のある人など、

支援が必要な人を見守り、支援を行うネットワークの構築に向け、関係機関と検

討を進めていきます。

③意思疎通支援に関する人材の育成

・地域で生活する上で必要とされる盲ろう者向け通訳・介助員、手話通訳者、要約

筆記者などの養成講座を充実し、人材の育成を図ります。

④ＮＰＯ・ボランティア団体などの育成・支援

・地域で活動する人材の発掘及び育成のための研修や交流の場づくりなど、ＮＰＯ

やボランティア団体等の活動の推進を図ります。

・ＮＰＯやボランティア団体等の活動をより活性化するため、活動の場の提供や助

成制度の情報提供などにより、活動を支援していきます。

⑤情報提供・ネットワーク化の促進

・ＮＰＯやボランティア団体の活動状況などの情報や、ボランティアなどに関する

講座などのきめ細かい情報提供を行います。

・交流の場の提供や、団体の情報収集及び提供を積極的に行い、団体間のネットワ

ーク化を促進します。

⑥交流の場づくり

・障害のある人と地域住民との交流を活発にするため、地域に密着した日常的な取

組やイベントなどの企画を支援するとともに、周知を進めていきます。
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（３）相談体制

①相談窓口の充実

・行政における情報提供、相談対応の充実に努めるとともに、各関係機関と連携し

て相談体制の充実を図ります。

②相談支援の充実

・相談支援事業者、下関市基幹相談支援センターなど関係機関との連携をさらに強

化し、福祉サービスの利用援助や日常生活全般の相談への対応、専門機関への紹

介など、相談支援の充実を図ります。

・医療ソーシャルワーカーなど他の分野の相談支援との連携により、障害のある人

の相談支援体制の充実を推進します。

・発達障害のある人については、市内の専門相談機関や山口県発達障害者支援セン

ターと連携し、支援体制の充実に努めます。

・障害のある人やその家族が、同じ障害のある人やその家族からの相談支援を受け、

問題解決につなげるピアカウンセラーの養成にも取り組むなど、障害のある人の

立場に立った相談支援体制を整備します。

・障害のある人本人の自己決定を尊重する観点から、相談支援専門員やサービス管

理責任者等に対する研修等を通じて、意思決定支援の質の向上や意思決定支援ガ

イドラインの普及を図ります。

③自立支援協議会の充実

・本市の障害福祉に関するシステムづくりの中核的役割を果たす下関市自立支援協

議会において、関係機関の相互連携とよりわかりやすい相談支援体制づくりに関

する検討を継続的に進めるとともに、地域の社会資源の開発や改善に努めます。

今後も全体会の定期的な開催のほか、各部会において活動を進めていきます。

④障害のある人に対するケアマネジメントシステムの構築

・サービスなど利用計画作成の対象者が全員となったことを踏まえ、対応可能なケ

アマネジメントシステムの体制構築を進めます。

・全ての障害福祉サービス利用者に対して、モニタリングを実施し、個々の利用者

の実情にあった適切なサービスの提供に努めます。
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■下関市自立支援協議会構成図■

全 体 会（年２回程度開催）

内
容

・委託相談支援事業の運営に関すること

・障害福祉計画に関すること

・地域のネットワーク構築に関すること

・地域の社会資源の開発及び改善に関すること

・障害を理由とする差別の解消の推進に関すること

など

対
象 下関市自立支援協議会委員

定 例 会（年に２回程度開催） 事務局会議（年に６回程度開催）

内
容

・全体会の議事のとりまとめ

・専門部会の情報共有

など

内
容

・全体会、定例会の運営協議

・専門部会の調整、運営、課題協議

・複数の専門部会に関連する課題の調整、協

議

・・個別事例の情報共有 など

対
象

基幹相談支援センター、障害者支援課、

各専門部会代表

対
象

基幹相談支援センター、障害者支援課、

委託相談支援事業所

こども 相談支援 就労 くらし

・家族支援

・気になる子・障害のある

子の支援者連携

・重度心身障害児の短期

入所の拡充

など

・相談支援事業の周知

・相談支援専門員のスキ

ルアップ

・相談課題の解決と共有

など

・支援機関や企業との連

携強化

・支援の質向上

・工賃向上

など

・日中活動、強度行動障

害等に係る支援のあり

方

・高齢障害者に係る支援

のあり方

など

権利擁護
医療的ケア児支援
地域連携会議

地域生活支援拠点等
整備検討

地域移行・居住支援

・虐待案件の対応協議

・差別解消

など

・現状把握

・対応策の協議

・関係機関等の連絡調整

など

・地域生活支援拠点等の

整備

など

・退院後の居住支援

・地域移行支援、地域定

着支援の利用促進のあ

り方

など

・個別会議の相談等からの困難事例の対応

・地域の課題ごとの議論を深める場（実務者レベル）

・勉強会の開催

・必要に応じて各部会に特定の課題を検討するための分科会を設置

・事業所、障害者個人からの個別相談の対応

個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議

・全体会の内容を

・フィードバック

・情報発信

専門部会
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■相談支援体制図■

支援組織 支援内容

下関市自立支援協議会
・委託相談支援事業の運営に関すること

・支援の難しい困難事例への対応のあり方

基幹相談支援センター

相談支援事業所

・障害福祉サービスの利用援助 ・ピアカウンセリング

・社会資源活用支援 ・権利擁護 ・専門機関の紹介

虐待防止センター ・虐待に関する相談

公共職業安定所

障害者就業・生活支援センター
・専門官による職業訓練

障害福祉関係施設 ・障害福祉サービス相談 ・生活相談

特別支援学校 ・教育相談 ・就学相談 ・生活相談

教育委員会 ・教育相談 ・就学相談

ＮＰＯ・ボランティア団体 ・一般的な生活相談 ・障害についての一般的な相談

民生委員・児童委員 ・一般的な生活相談

医療機関 ・医師などによる専門的な相談

こども発達センター ・早期療育相談

児童相談所
・児童の心身障害についての相談

・発達障害についての相談 ・緊急保護

障害者支援課

・障害についての一般的な相談 ・情報提供

・障害福祉サービス制度に関する相談

・虐待に関する相談

・障害児に対する福祉サービスや制度に関する相談

健康推進課 ・精神保健相談 ・難病相談 ・健康に関する相談

健康推進課・保健センター ・乳幼児健診 ・育児相談 ・子どもの健康に関する相談

こども家庭支援課 ・家庭児童相談に関すること

障害者・家族

支援 支援
相談

公共職業安定所
業

障害福祉
関係施設

障害者支援課
健康推進課

保健センター
こども家庭支援課

特別支援
学校

教育委員会Ｎ Ｐ Ｏ
ボランティア

団体

民生 委員 ・
児童委員

医療機関

こども

児童相談所

下関市自立支援協議会 

関係機関や団体等の連携 

基幹相談支援センター
相談支援事業所
虐待防止センター
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（４）情報提供体制

①アクセシビリティの推進

・行政情報の提供などに当たっては、年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必

要とする情報に簡単にたどり着け、利用できるよう、「アクセシビリティ」に配慮

します。

・「しものせきウェブアクセシビリティガイドライン」に沿って、誰もが見やすく、

使いやすいホームページづくりを推進します。

②各種広報媒体の活用

・市ホームページをはじめ、各種広報媒体を活用し、福祉サービスや制度の紹介を

行い、周知を図るとともに、サービスなどが複雑化しているため、よりわかりや

すい内容となるよう努めます。

③障害の種類に配慮した情報伝達手段の充実

・視覚障害のある人に対する点字図書や録音図書の整備を進め、点字及び声の広報

を継続して発行するとともに、音声コードを活用した情報の提供に努めます。

・聴覚障害のある人の活動を支援する手話奉仕員・要約筆記者などの養成及び派遣

を行います。

・盲ろう者の活動を支援する通訳・介助員などの養成及び派遣を行います。

（５）日常生活における支援

①補装具費の支給

・身体上の障害を補うための補装具の購入、修理の費用を支給します。

・制度については、引き続き、ホームページや市報、窓口などでの周知に努めます。

②手当・給付金の実施

・障害児福祉手当、重度障害者特別給付金など、各種手当や給付金の支給を実施し

ます。

・心身障害者扶養共済制度の周知を図り、加入を促進します。

③経済的負担の軽減

・障害のある人に対する税制上の優遇措置や移動及び交通にかかる各種助成制度の

周知を図り、経済的負担を軽減します。

・障害福祉サービスの利用にかかる負担が適正な範囲に維持されるように、今後と

も国や県への働きかけを行います。
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④高齢の障害のある人への生活支援

・障害福祉サービス利用者の高齢化を考慮し、高齢者施策との連携を図るとともに、

障害福祉サービスから介護保険制度へのスムーズな移行ができるよう努めます。

・介護保険制度で対応できない支援に関しては、障害福祉サービス支給決定基準ガ

イドラインに基づき、適切なサービスの提供を行います。

⑤強度行動障害のある人への生活支援

・強度行動障害のある人に対するサービスのニーズ等を確認し、総合的な支援体制

の整備を図ります。

⑥家族介護者などの支援

・ヤングケアラーをはじめとして、障害のある人の介護をしている家族や保護者な

どが悩みや不安を抱え込まないよう、相談支援体制の充実を図り、心配や不安の

軽減に努めます。

・家族会などと連携しながら交流会などの開催を支援し、同じ悩みや不安を共有し、

解決につなげるための場を設けることに努めます。

・保護者や家族の入院や通院、兄弟姉妹の学校行事、冠婚葬祭や地域活動への参加、

介護者のレスパイトなど、家族介護者などの状況に応じた柔軟な障害福祉サービ

スの提供を図ります。

（６）社会参加

①スポーツ活動の推進

・下関市総合体育館を中心としてボッチャ大会などの下関市障害者スポーツ大会や

スポーツ教室を開催し、スポーツ及びレクリエーション活動への参加やスポーツ

を通じた交流を促進するとともに、市報などにより、一層の活動の周知に努めま

す。

・障害者スポーツ大会などの参加を支援し、参加機会の拡大と競技力の向上に努め

ます。

・障害のある人へのスポーツ指導の経験や専門的知識を持った指導員やボランティ

アの育成に努めます。

②文化・芸術活動

・障害のある人や障害者団体などによる文化・芸術活動への取組を支援します。

・手話通訳や要約筆記などのボランティアを派遣し、障害のある人が講演会や芸術

活動などへ参加しやすい環境づくりに努めます。

③生涯学習活動の推進

・障害のある人が、気軽に、生涯学習活動に参加できるよう、広報や環境の整備に

努めます。
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④公共施設の利用促進

・体育施設、文化・観光施設について、施設利用料の割引を行い、障害のある人の

利用を促進します。

⑤外出支援の充実

・屋外での移動が困難な障害がある人を支援する「移動支援事業」制度のあり方を

検討します。

・福祉タクシー券交付制度や有料道路通行料金割引、自動車運転免許取得や自動車

改造費の助成など、移動及び交通にかかる各種助成制度の周知を図り、利用を促

進します。

・「下関市福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送の事業の内容に関する

協議を行います。

（７）防犯・防災対策及び災害時の対応

①悪徳商法被害の未然防止

・消費生活センターと連携し、悪徳商法の手口などの情報提供及び消費者啓発に取

り組むとともに、障害のある人の特性に配慮した消費生活相談の充実に努めます。

②地域における防犯・防災体制の強化

・講習会や防災訓練を通じて、障害のある人を含めた地域住民の防災意識の向上を

図ります。

・防災に関するパンフレットの作成及び配布や避難所案内の設置を検討します。

・各種ハザードマップを更新する際は、利用される方々のご意見を参考にしながら、

よりわかりやすいものとなるよう検討していきます。

・地域の実情にあった自主防災組織の育成に努めるとともに、関係機関との連携協

力体制を強化し、犯罪や災害に強い地域づくりを推進します。

・自助・互助・共助を強化するため、地域の防災リーダーとなる防災士の養成及び

育成を進めます。

・詐欺被害を減少させるため、障害のある人への防犯関連情報の周知を進めていき

ます。

③災害時における支援体制の推進

・「下関市地域防災計画」に基づき、避難行動要支援者の情報の把握や防災情報の伝

達、避難誘導などの支援体制の充実を図ります。

・個人情報の保護に留意し、地区を担当する民生委員・児童委員などと連携して、

支援体制の整備を図ります。

・避難行動要支援者名簿の更新を行い、要支援者の情報の把握に努めるとともに、

個別避難計画の作成など、緊急時の迅速な支援が可能な体制づくりを行います。
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④災害時などの情報発信

・下関市防災メールへの登録者数の増加を図るとともに、エリアメール、ラジオ放

送など、あらゆる情報伝達手段を利用し、障害のある人が、災害や緊急時に、障

害の特性に応じた避難場所や防災対策などの情報を入手できるように努めます。

・障害のある人が、災害時にすぐに情報が得られるよう、隣近所など身近な人たち

による声かけや自主防災組織などを通じた情報伝達ができる体制づくりに努めま

す。

⑤避難場所の整備

・災害時の避難場所の確保に努めるとともに、特別な支援を要する人に対しては、

社会福祉法人などと連携し、福祉施設を活用するなど、福祉避難所などの拡充に

努めます。

（８）障害者団体の育成・支援

①団体活動の周知

・障害者団体が取り組む活動の情報発信を行い、活動への理解や行事への参加を促

進します。

②団体への活動支援

・団体の主体性を尊重しながら、団体の運営費や福祉大会などへの補助などにより、

活動を支援します。

（９）国際交流

①国際交流活動の推進

・姉妹・友好都市を中心に、市民レベルでの交流、文化及びスポーツ活動による交

流を促進するとともに、障害のある人に関する国際イベントなどに参加しやすい

環境づくりに努めます。

②在住外国人に対する支援

・福祉制度などのわかりやすい周知に努めるとともに、相談しやすい体制づくりを

検討します。
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２． 早期療育・教育の充実

現状と課題

●発達の遅れや障害のある子どもの能力を最大限に伸ばしていくためには、乳幼児期

における障害の早期発見・早期療育への取組が重要であり、本市では、健診時での

早期発見の視点から母子保健事業に取り組んでいます。

●「下関市こども発達センター」では、臨床心理士などの専門支援員を配置した発達

支援室を中心として、子どもの発達に関する相談などに応じる相談支援事業や、在

宅障害児療育支援事業、児童発達支援、療育等支援事業により、子どもや保護者だ

けでなく、幼稚園、保育園、こども園などの施設への支援を行っています。

●保育については、市内の全ての保育園及びこども園で、障害のある児童を受け入れ

ています。

●教育については、本市では、子どもの「生きる力」を育むため、関係機関との連携

を通じて、特別支援教育の推進や特別支援学校での進路指導などきめ細かな教育を

推進しており、インクルーシブ教育の取組の強化も進めていきます。

●アンケート調査では、学校教育において困っていることとして、「友だちとの関係

づくり」、「教職員による指導・支援」、「通学や通園の送り迎えなど」が上位にあが

っており、このような意見への対応が求められています。

施策の方向

（１）障害の早期発見・早期療育

①母子保健事業の推進

・乳幼児健康診査や家庭訪問による保護者への支援の充実を図ります。

・乳幼児発達クリニック、子どもの心とからだの相談室、乳幼児発達支援学級など

の相談支援体制の充実を図ります。

・５歳児発達相談事業を推進し、就学に向けた支援の充実を図ります。

・母子保健事業などを通じて、発達が気になる乳幼児を早期発見するとともに、不

安などを抱える保護者へ寄り添い、適切な支援につなげていきます。

・ペアレントプログラムを活用し、支援者の養成と保護者への支援体制の充実を図

ります。

②こども発達センターの充実・強化

・下関市の療育における中核施設として、総合的な療育相談支援、訓練指導体制の

充実・強化を図ります。

・幼稚園、保育園、こども園などの施設への療育に関する支援の充実を図ります。

・子どもの発達段階に応じた、集団及び個別指導による療育訓練など（在宅障害児

療育支援、障害児通所支援、療育等支援）の充実を図ります。
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・子どもの療育に対する需要の高まりに対応するため、今後も、質と量の両面で、

療育体制のより一層の充実を図ります。

・総合支所管内の療育拠点としての「下関市こども発達センター豊浦」における

「障害児通所支援事業」と、下関市立中央こども園に併設している「下関市こど

も発達センターどーなつ」における未就学児の療育支援機能の充実・強化を図り

ます。

③民間による障害児通所支援事業の整備促進

・利用ニーズが増加している状況を踏まえ、児童発達支援、放課後等デイサービス

事業など、民間の療育施設の拡充を図ります。

・質の高いサービスが提供されるよう、特に新規開設の事業所には、職員の知識や

技術の向上のための研修の受講を促し、自立支援協議会などを通じ、関係機関と

の連携や交流などによる資質の向上を図ります。

④関係機関の連携

・保健、医療、福祉、教育などの各分野の連携を強化し、療育システムの充実を図

ります。

・こども発達センター、特別支援教育センター（山口県立下関総合支援学校）、視覚

障害教育センター・聴覚障害教育センター（山口県立下関南総合支援学校）、山口

県発達障害者支援センター等の関係機関が連携しながら、様々な障害について、

障害のある子どもの支援体制の充実に努めます。

・乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供できるよう、

関係機関との連携を強化します。

・市と下関市こども発達センター診療所とが連携し、専門医により、障害の疑いの

ある子どもの早期診断を行うことで、支援の必要な子どもを、療育・教育機関へ

スムーズにつなぎます。

（２）在宅障害児に対する相談、支援の充実

①相談体制の充実

・早期療育の観点から、小学校就学前施設などにおける早期発見と保護者支援が適

切に行われるよう、こども発達センターや相談支援事業者、その他関係機関の連

携を強化します。

・障害のある子ども本人の意思の形成を支援し、自己決定を尊重する観点から、相

談支援専門員や児童発達支援管理責任者等に対する研修等を通じて、意思決定支

援の質の向上や意思決定支援ガイドラインの普及を図ります。

②生活支援の充実

・心身に障害のある子どもとその保護者を対象に、発達に応じて、在宅での生活を

支援するサービスを行い、重度の心身障害児に対しては手当の支給を行います。

・日中一時支援など、障害のある子どもを預かるサービスの充実・拡大に努めます。
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・放課後児童クラブなどについては、必要時には、関係者間で協議を行い、対応を

検討します。

・地域のボランティア・ＮＰＯ団体などが主体的に行う居場所づくり・交流の場づ

くりを促進します。

③教育支援体制の充実

・一人ひとりの希望に応じた教育を行うことができるように、早期からの就学相談

や就学の情報提供など、相談時間や相談の機会の確保に努めます。

④障害に対する理解の促進

・発達障害を含む障害の理解の促進、情報の周知、ノーマライゼーションの理念の

さらなる普及啓発を図るため、周知方法などについて検討していきます。

・「心のバリアフリー」を着実に広げていくため、保育や教育の分野と連携し、幼児

期、学童期の時期から、障害のある人への理解の醸成に取り組みます。

⑤障害児保育の推進

・一人ひとりの障害の種類・程度に応じ、家庭や専門機関との連携を密にしたきめ

細かな保育を実施します。

・地域社会への参加・包容（インクルージョン）の考え方に立ち、障害のあるなし

にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、保育園などにおける受入枠

の確保と支援体制の充実を図ります。

（３）子どもたちの状況に応じたきめ細かな教育の推進

①特別支援教育の推進

・障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導と支援を通じ

て「生きる力」を育み、地域の関係機関と連携しながら、自立と社会参加につな

げる特別支援教育を推進します。

・障害のある児童生徒の就学支援体制の確立を図るとともに、特別支援教育支援員

の配置の充実を図ります。

・特別支援教育に携わる教職員の専門性の向上、校内支援体制の確立に取り組みま

す。

・障害のある子どもの特性に応じた特別支援学級及び通級指導教室の整備を推進し

ます。

②特別支援学校の進路指導との連携強化

・一人ひとりの状況に応じた自立を支援するため、特別支援学校の進路指導及び関

係機関との連携強化を図り、保護者や児童生徒への進路に関する情報提供を充実

させます。
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■発達段階に応じた相談支援体制■

健康推進課・保健センター

○育児相談・電話相談・家庭訪問

○健康診査（ か月児・３か月児・７か月児・１歳６か

月児・３歳児）・３歳児健康相談（歯科健康診査・

歯科保健指導を含む。）

○幼児（５歳児）発達相談

○乳幼児発達クリニック・子どもの心とからだの相

談室

下関市こども発達センター

○児童発達支援・放課後等デイサービス

○発達支援室

○在宅障害児療育支援事業「キッズハウス」

○相談支援・療育支援

下関市こども発達センター診療所

障害児通所支援事業所

○児童発達支援・放課後等デイサービス

通級指導教室幼稚部

○教育相談

○通級指導

・医療機関

・児童相談所

・保育園等

・教育機関

・医療機関

・児童相談所

・保育園等

・教育機関

早期発見

早期療育

教 育

特別支援学校・教育相談

高等学校

中学校 小学校
幼稚園

保育園

福祉

医療

こども園

大学

労働

本人・家族
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３． 保健・医療の充実

現状と課題

●障害のある人が高齢化するにしたがい、健康診査や生涯を通じた健康づくリは欠か

せません。

本市では、定期健診や「ふくふく健康２１」に基づく健康づくりを行っており、こ

れらをより一層発展させ、健康づくりの促進に努める必要があります。

●本計画における障害のある人の保健・医療の充実では、難病患者に対する施策の推

進をはじめ、障害の原因となる疾病などの予防・治療、精神保健・医療の適切な提

供、保健・医療を支える人材の育成・確保などが必要です。

●新型コロナウイルス感染症の拡大を経て、『社会とのつながりの再構築』と『主体

的な健康づくりの実践』を同時に進めていく必要があります。

施策の方向

（１）健康づくりの促進

①生涯を通じた健康づくりの推進

・「ふくふく健康２１」に基づき、乳幼児期から高齢期までの世代ごとの課題に応じ

た健康づくりを推進します。

・広報活動については、地域の末端まで届けられるよう市報や自治会回覧などの従

来の手法に加え、自治会などとの連携による戸別訪問など、さらなる充実を図り

ます。

②健康診査の充実

・疾病及び障害の発生を防ぎ、健康づくりを支援するため、健診の必要性への意識

付けや受診勧奨をするとともに、健診が受けやすい体制づくりを構築します。

・健診後のフォロー体制の充実に努め、早期治療へとつなげます。

（２）障害のある人の保健・医療の充実

①医療費助成制度の実施

・「障害者総合支援法」による、自立支援医療の給付を実施します。

・重度心身障害者医療費助成を実施します。

②医療体制の充実

・医師会、歯科医師会、薬剤師会との連携のもと、障害のあるなしにかかわらず必

要なときに適切な治療を受けることができるように、在宅診療も含めた診療機能

の向上を働きかけます。
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③リハビリテーション体制の充実

・医療機関などと連携しながら、医学的なリハビリテーション基盤の確保に努めま

す。

④難病患者への支援

・難病患者とその家族の療養上の不安や介護の負担を軽減するなど、適切な在宅支

援を行うため、保健、医療及び福祉が連携した地域ケア体制の充実に努めます。

・医療費助成の対象疾患の拡大により、今後も対象者の増加が見込まれ、また、障

害者総合支援法には、難病患者への良質な医療の確保と療養生活の環境整備をす

ることが明記されています。

・地域の実情に応じた難病患者への支援体制の整備が求められており、相談支援体

制の充実と、地域の関係機関の連携強化に取り組みます。

⑤精神保健福祉施策の推進

・精神障害のある人やその家族に対する相談支援体制の充実に努めます。

・支援を必要とする方が適切な相談窓口を活用できるよう、相談窓口や実施してい

る事業の周知方法をさらに工夫していきます。

・庁内外の各相談機関が適切に相談対応できるよう、相談支援機関職員の技術向上

と関係機関の連携をさらに強化します。

・精神科医療機関と連携し、精神疾患の早期発見及び早期治療に努めるとともに、

障害福祉など関係機関との連携により円滑な社会参加に向けた支援に努めます。

⑥メンタルヘルスの支援体制

・保健・医療・福祉・教育などの関係機関が連携し、メンタルヘルスに関する相談

支援体制を構築し、精神障害の早期発見・早期受診を図ります。

・ストレスチェック制度が義務化されるなど、職場におけるメンタルヘルス対策は

今後さらに求められており、関係機関からの相談や、出前講座の依頼の増加が見

込まれるため、体制を強化していきます。

⑦自殺予防対策

・自殺予防対策の検討・実施など、予防対策を講じるとともに、関係機関・行政職

員・市民などを対象とする啓発・研修を実施します。

・自殺予防対策においては、保健・医療・福祉・教育・就労などの各関係機関がそ

れぞれの取組を展開するとともに、各機関が連携して取り組む必要があるため、

連携体制を強化します。
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４． 就労・雇用の促進

現状と課題

●アンケート調査では、現在収入を伴う仕事をしていない人の が、「今後収入を伴

う仕事をしたい」と回答しており、一般就労を希望しながら、実際には仕事に就け

ていない障害のある人が一定数存在することがうかがえます。

●雇用分野における障害のある人に対する差別の禁止や合理的配慮の提供義務が新た

に規定された「改正障害者雇用促進法（平成 年（ 年）４月に施行）」に基づ

き、障害のあるなしにかかわらない均等な機会と待遇の確保、環境の整備を促進す

ることが必要となり、令和元年（ 年）の改正・施行では、障害者が働きやすい

環境を作ること、さらに令和４年（ 年）の改正では事業主の責務として障害者

の職業能力の開発及び向上が含まれることが明確化されました。

●障害児のアンケート調査では、障害のある人が企業などで働くためには、障害の特

性に合った「職場に定着するための支援（ジョブコーチなど）」や「働く能力を身

に付けるための職業訓練」が求められています。

施策の方向

（１）雇用の拡大

①法定雇用率の達成

・法定雇用率や助成金などの各種制度を周知し、関係機関と連携して、雇用率未達

成企業の解消に努めます。今後は、山口県等関係機関と連携し、より一層の法定

雇用率の向上を図ります。

・企業内の「障害者雇用推進者」の設置を促進し、「障害者雇用推進者」を活用した

連携を図ります。

・障害者雇用を先導するため、市における障害者雇用率の遵守・向上と障害のある

人の計画的な雇用を図ります。

②「障害者雇用支援月間」の啓発

・毎年９月の障害者雇用支援月間を中心に、障害のある人の雇用の促進及び「改正

障害者雇用促進法」の周知のための啓発活動を行います。

③相談体制の充実

・公共職業安定所や障害者就業・生活支援センター、山口障害者職業センターと連

携し、障害のある人の雇用に関する相談体制の充実を図ります。
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（２）総合的な就労支援施策の推進

①障害福祉サービスにおける支援の推進

・一般企業への就職を希望する人に対して、一定期間、一般企業への雇用移行支援

を行う「就労移行支援」を推進し、それぞれの人にあった職場探しを支援します。

・一般企業への就労が困難な人に対して、働く場を提供するとともに、知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行う「就労継続支援」を推進します。

・今後も、公共職業安定所や障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携

した雇用促進及び職場定着支援の促進を図ります。

・重度障害のある人が、通勤や職場などにおいて、必要な支援を受けることができ

る環境づくりを図ります。

②障害者就業・生活支援センターとの連携

・就労を促進するため、障害者就業・生活支援センターに生活支援担当者を配置し、

就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害のある人に

対して、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行います。

③雇用の機会の提供

・障害者トライアル雇用奨励金制度を活用して、公共職業安定所や事業所との連携

を図り、障害のある人を一定期間試行的に雇用する機会を提供して求職者と企業

との出会いの場を設け、本格的な雇用に取り組むきっかけづくりを推進します。

④職場への定着支援

・山口障害者職業センターの職場適応援助者（ジョブコーチ）の利用を促進し、障

害のある人の職場への定着を支援するとともに、引き続き、関係機関と連携し、

障害のある人の求職ニーズに合った求人確保に努めます。

・公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、障害福祉サービス事業所など

が相互に連携し、障害のある人の職場への定着を支援します。

⑤就労支援制度の普及啓発

・職場適応援助者（ジョブコーチ）や障害者トライアル雇用奨励金制度など、各機

関が実施する障害のある人の一般企業での雇用や定着に関する制度について、よ

り一層の普及啓発に努め、障害のある人の雇用に対する理解の促進を図ります。

⑥多様な就労の場の確保

・「障害者優先調達推進法」に基づき、福祉施設からの製品購入や業務委託について

計画し、実績を公表します。

・さらに調達を推進するため、推進体制の整備、外郭団体や指定管理者制度導入施

設へも取組を広げます。

・障害のある人を支援する事業所などで作成された物品販売の機会確保などの支援

を通じ、工賃向上への取組を支援します。
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５． 生活環境の整備

現状と課題

●本市は、「バリアフリー法」や「山口県福祉のまちづくり条例」に基づき、誰もが

自由に行動し、生活環境が安全で快適なものとなるよう、福祉のまちづくりを進め

ています。

●アンケート調査では、暮らしやすいまちづくりのために必要なこととして、住宅の

確保、利用しやすい道路・建物などの整備・改善などの意見が多く、バリアフリー

のまちづくりを進めることが求められます。

●本市でも高齢化は進行しており、介護者の高齢化が心配されています。介護者によ

る介護・介助が恒常的に難しくなってくる状況を想定して、一人で生活することが

難しい障害のある人の地域生活の場として、共同生活の場（グループホーム）など

の整備が求められます。

施策の方向

（１）人にやさしいまちづくりの推進

①ユニバーサルデザインの普及・啓発

・誰もが住みやすいまちづくりを進めていくため、建築物や公園、道路、住宅など

の設置者や建築技術者はもとより、市民一人ひとりに対して、ユニバーサルデザ

インの考え方について普及啓発を図ります。

②公共施設などの整備・改善

・公共施設などの多目的トイレやエレベーター、スロープなどの設置及び改善を推

進するとともに、身体障害者用駐車場の確保と、その適正利用のための啓発に努

めます。

・民間による施設の建設や既存施設の改修においても、「山口県福祉のまちづくり条

例」に基づいて事前協議を行い、条例に示された整備基準を遵守するよう、指導

及び助言を行います。

③道路・交通安全施設の整備

・安全な歩行空間が確保できるように、歩道の拡幅や段差及び傾斜の解消、白線な

どの誘導ラインや点字ブロックなど、道路施設の改良を計画的に推進します。

・バリアフリーの構造基準に適合した道路を整備した後の維持管理のため、予算確

保や点検の実施などを検討します。

・道路標識や案内の改良、音響式信号機の設置など、設備の改善を関係機関に要望

します。
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④移動環境の整備

・全ての人が安全かつ容易に移動できるように、低床バスやリフト付きのバス、タ

クシーのさらなる導入を働きかけます。

・低床バスの導入率については、まだ半数程度に留まっているため、今後も継続し

て導入促進に努めます。

・関係機関との連携を図り、「下関市交通バリアフリー基本構想」及び「下関市菊川

町バリアフリー基本構想」の実現に努めます。

⑤公共交通機関の整備

・日常生活に必要な公共交通の維持・確保と利便性の向上に努めます。

・人口減少や少子高齢化が進行する中、持続可能な交通体系の構築に取り組みます。

（２）住まいの整備

①公営住宅におけるバリアフリー化

・今後も引き続き、高齢者や障害のある人の入居に配慮し、公営住宅の建設、建て

替え及び大規模改修に際しては、バリアフリーに対応した整備の導入を進めてい

きます。

②融資制度の周知

・住宅改造の経済的負担を軽減するため、今後も引き続き、社協だよりや広報誌を

はじめ、ホームページ、パンフレットによる各種制度の周知と利用促進を図りま

す。

③共同生活援助（グループホーム）事業などへの支援

・親から独立し、“親亡き後”も住み慣れた地域で安心して生活できるよう、また、

入所施設から地域生活への移行を促進する観点から、整備費の補助など、共同生

活援助（グループホーム）事業などへの支援に努めます。

④住宅入居支援策の推進

・民間賃貸住宅などを含めた住まいの場の確保・入居支援策を推進します。

・不動産関係業者と福祉サービス事業者との連携を促進します。

・「住宅セーフティネット法」に基づく住宅確保要配慮者（高齢者・障害者など）向

け賃貸住宅の情報提供を図ります。
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６． 障害のある人の権利を尊重するまちづくり

現状と課題

●障害のある人が自立した生活を営み、自分の生き方を自由に選択できるよう、障害

のある人の権利を尊重していくまちづくりを進めていくことが大切です。

●障害のある人の中には、十分な意思表示や自己決定、金銭管理が困難な人もいます。

これらの人についても、必要に応じて介護者以外から適切な支援が受けられるため

の体制づくりがより必要になっています。

●障害のある人の権利が侵害されることなく、安心して生活を営めるよう、「障害者

虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、障害のある

人に対する虐待の防止・支援体制の整備を進める必要があります。

●アンケート調査では、障害があることで差別されたことがある人は、少しあるも含

め約３割 ％を占めています。差別される場所としては「学校・職場」が最も高く、

「外出先」や「病院などの医療機関」が高くなっています。

●障害のあるなしによって差別されることなく、人格と個性をお互いが尊重し合いな

がら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む必

要があります。

施策の方向

（１）権利擁護

①権利擁護の推進

・社会福祉協議会や、山口県の相談機関などと連携しながら、障害のある人などか

らの権利擁護に関わる相談に対応します。障害の特性により判断能力が十分でな

い人の権利を擁護し、本人の望む生活を続けることができるよう、権利擁護の制

度に関する普及啓発や、きめ細かな情報提供、相談などを実施します。

②成年後見制度の普及・啓発

・判断能力が不十分な知的障害のある人、精神障害のある人などの権利を守ること

ができるように、成年後見制度の普及及び啓発を図ります。

・身寄りがないなどの理由から制度の利用が困難な障害のある人に対しては、市長

申立てを積極的に行うほか、必要な場合には、後見人等の報酬を助成するなど、

権利擁護の効果的な活用を図ります。

③日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の周知

・社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）につ

いて周知・拡充に努めます。
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④選挙における配慮

・各種選挙において、障害のある人が円滑に投票できるように、投票所の環境整備

に努めます。

・郵便などによる不在者投票の適切な実施により、投票所での投票が困難な障害の

ある人の投票機会の確保に努めます。

・構造的な問題により、簡易スロープの設置などが困難な施設では、必要に応じて

投票所の係員が介添をするなど、柔軟な対応を行います。

（２）虐待防止

①虐待防止に向けた連携協力体制の構築

・障害者虐待防止センターを中心として、障害のある人への虐待に関する相談体制

の充実を図ります。

・虐待の早期発見や早期対応、適切な支援に向け、今後も引き続き、地域の関係機

関などとの連携・協力体制の強化に努めます。

・虐待通報案件に対しては、虐待対応マニュアルに沿って、迅速かつ適切な対応に

努めます。

②虐待防止に関する啓発

・国県市のパンフレットなどの活用及び研修や講演会などを通じて、虐待防止に関

する啓発を行います。

・事業所に対しても虐待防止に関する情報を提供し、啓発や周知を図ります。

（３）人権啓発活動などの推進と差別解消の促進

①障害のある人の人権啓発活動の推進

・広報誌やパンフレット、ホームページなどを活用し、障害のある人を含むあらゆ

る人の人権尊重の意識の向上を図るため、広報・啓発活動を推進します。

・人権啓発活動の推進に当たり、可能な限り、広報誌やパンフレット、ホームペー

ジに、手話マーク・筆談マークを表記します。

・問合せ先に、ＦＡＸ番号やメールアドレスを転記するなど、障害のある人に配慮

した広報・啓発活動を行います。

②人権教育の推進

・障害者問題など、「山口県人権推進指針」の分野別施策に対する正しい理解と人権

尊重の理念を認識するため、研修会や講演会などを定期的に開催します。
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③障害者差別解消への取組の推進

・「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」の施行により、山

口県では、令和５年４月から、民間事業者についても合理的配慮の提供が義務化

されたことに伴い、商工会議所等の関係機関とも連携して、さらなる周知啓発を

推進します。

・「障害者差別解消法」に規定された「障害者差別解消支援地域協議会」として位置

付けた「下関市自立支援協議会」において、障害のある人への差別解消の推進に

ついて協議をしていきます。

・身体障害のある人が公共施設などを利用する際に、身体障害者補助犬が同伴を拒

否されないよう、「身体障害者補助犬法」の普及及び啓発に努めます。

④行政サービスなどにおける配慮の推進

・市の事務・事業の実施に当たっては、「障害者差別解消法」に基づき、「職員対応

マニュアル」に沿って、障害のある人が必要とする配慮を行います。

・市の職員に対して、障害のある人に関する理解の促進を図るため、職員を対象と

した「あいサポーター研修」を継続して開催していきます。
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第５章 障害福祉計画（第７期）

１． 基本的考え方

障害福祉計画（第７期）の基本的な考え方は、国が定める「障害福祉サービス等及び障害

児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき、以下のように設定し

ます。

◆共生社会を実現するため、障害のある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮

し、障害のある人の自立と社会参加の実現を図るため、障害福祉サービス等の提供体制の

整備を進めます。

◆障害のある人が、障害種別に関係なく、誰もが等しく、地域で障害福祉サービス等が受け

られる提供体制の確保に努めます。

◆入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応するため、

地域生活支援の拠点づくり等、安心して地域生活が送れる障害福祉サービス等の充実に努

めます。

◆全ての人が互いに支え合い、尊重し合える地域共生社会の実現に向け、手話に対する理解

促進や手話の普及に取り組むなど、意思疎通支援事業等を推進します。

◆障害のある人の様々な障害福祉に関するニーズに対応していくため、総合的・専門的な相

談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化や障害福祉サービス等の質を向上させるため

の体制の構築に努めます。

◆事業者の人材の確保、育成及び定着については、事業所への働きかけとともに、介護保険

の取組も参考にして、施策化を検討します。
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音声コード

２． 第６期計画の実績と評価

（１）障害福祉サービス

①訪問系サービス

・居宅介護の利用者数（人／月）は、概ね見込量どおりに推移していますが、利用

時間数（時間／月）は、見込量を下回っています。

・重度訪問介護の利用者数（人／月）は、利用者数（人／月）、利用時間数（時間／

月）ともに見込量を上回っています。

・同行援護、行動援護は、利用者数（人／月）、利用時間数（時間／月）ともに見込

量を下回っています。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

居宅介護
人／月

時間／月

重度訪問介護
人／月

時間／月

同行援護
人／月

時間／月

行動援護
人／月

時間／月

重度障害者等

包括支援

人／月

時間／月

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、居宅介護を利用している方のうち、今後「今よりも利用を増

やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方が５割以上、利用し

ていない方では５％前後が、今後「利用する予定」と回答しており、今後も一定の

サービス量が見込まれます。

○事業者アンケート調査では、不足している障害福祉サービスとして、居宅介護を４

割以上の事業者が不足していると回答しています。
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②日中活動系サービス

・生活介護は、利用者数（人／月）、利用日数（人日／月）ともに見込量をやや下回

っています。

・療養介護は、利用者数（人／月）が概ね見込量どおりに推移しています。

・短期入所（福祉型）、短期入所（医療型）は、利用者数（人／月）、利用日数（人

日／月）ともに見込量を下回っています。

・自立訓練（機能訓練）は、利用日数（人日／月）が見込量を上回っています。

・自立訓練（生活訓練）は、利用者数（人／月）、利用日数（人日／月）ともに見込

量を下回っています。

・就労移行支援は、利用者数（人／月）、利用日数（人日／月）ともに見込量を下回

っていますが、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型は、いずれも見込量を上回

っています。

・就労定着支援は、概ね見込量どおりに推移しています。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

生活介護
人／月

人日／月

療養介護 人／月

短期入所

（福祉型）

人／月

人日／月

短期入所

（医療型）

人／月

人日／月

自立訓練

（機能訓練）

人／月

人日／月

自立訓練

（生活訓練）

人／月

人日／月

就労移行支援
人／月

人日／月

就労継続支援

（Ａ型）

人／月

人日／月

就労継続支援

（Ｂ型）

人／月

人日／月

就労定着支援 人／月

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込
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【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、自

立訓練（生活訓練）を利用している方のうち、今後「今よりも利用を増やす予定」

又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方が、いずれも約５割から６割、

利用していない方では５％前後の方が、今後「利用する予定」と回答しており、今

後も一定のサービス量が見込まれます。

〇就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、同（Ｂ型）、就労定着支援では、利用してい

る方のうち約４割から６割の方が、今後「今よりも利用を増やす予定」又は「今と

同じくらい利用する予定」と回答しています。

○事業者アンケート調査では、不足している障害福祉サービスとして、短期入所を約

４割の事業者が不足していると回答しています。

③居住系サービス

・共同生活援助（グループホーム）は、見込量を下回っています。

・施設入所支援は、見込量を上回る削減となっています。

・自立生活援助は、実績がありませんでした。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

共同生活援助 人／月

施設入所支援 人／月

自立生活援助 人／月

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、共同生活援助、施設入所支援を利用している方のうち、今後

「今よりも利用を増やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方

が、それぞれ約４割と約５割であり、今後も一定のサービス量が見込まれます。

○事業者アンケート調査では、不足している障害福祉サービスとして、共同生活援

助、施設入所支援を２割から３割の事業者が不足していると回答しています。
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音声コード

④相談支援

・計画相談支援は、見込量を下回っています。

・地域移行支援及び地域定着支援は、概ね見込量どおりに推移しています。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

計画相談支援 人／月

地域移行支援 人／月

地域定着支援 人／月

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、計画相談支援を利用している方のうち、今後「今よりも利用

を増やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方が約６割であ

り、今後も相談件数の増加が見込まれます。

○事業者アンケート調査では、不足している障害福祉サービスとして、相談支援を約

４割の事業者が不足していると回答しており、需要増に対応したサービスの確保が

必要です。

（２）地域生活支援事業

①相談支援事業

・相談支援事業は、いずれも現状の実施か所数で増減はありませんでした。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

障害者相談

支援事業

実施か所数

（か所）

障害児等療育

支援事業

実施か所数

（か所）

※ 内は、基幹相談支援センター機能強化事業所の数



49 

音声コード

②意思疎通支援事業

・要約筆記者等派遣事業は、見込量を大幅に下回っています。

・手話奉仕員派遣事業及び手話通訳者派遣事業は、概ね見込量どおりに推移してい

ます。

・手話通訳者設置事業は、見込量を大幅に上回っています。

・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は、見込量どおりに推移しています。

・重度障害者入院時コミュニケーション支援事業は、見込量を下回りました。

区 分 単位
第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

要約筆記者等

派遣事業

利用者数

（人）

手話奉仕員

派遣事業

利用者数

（人）

手話通訳者

派遣事業

利用者数

（人）

手話通訳者

設置事業

利用者数

（人）

盲ろう者向け

通訳・介助員

派遣事業

利用者数

（人）

重度障害者

入院時コミュ

ニケーション

支援事業

利用者数

（人）

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、「何でも相談できる窓口をつくるなどの相談体制の充実」を

必要と考える方が約６割と相談支援に対する要望が多く、相談支援体制の充実・強

化等の確保が必要です。

〇事業者アンケート調査では、不足している地域生活支援事業として、相談支援事業

を約７割の事業者が不足していると回答しており、需要増に対応したサービスの確

保が必要です。
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③日常生活用具給付等事業

・日常生活用具給付等事業は、見込量を下回っています。

区 分 単位
第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

介 護 ・ 訓 練
支援用具

件数
（件）

自 立 生 活
支援用具

件数
（件）

在 宅 療 養 等
支援用具

件数
（件）

情 報 ・ 意 思
疎通支援用具

件数
（件）

排 せ つ 管 理
支援用具

件数
（件）

住宅改修費
件数
（件）

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、日常生活用具給付等事業を利用している方のうち、今後「今

よりも利用を増やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方は約

６割となっており、今後も一定のサービス量が見込まれます。

○事業者アンケート調査では、不足している地域生活支援事業として、日常生活用具

給付等事業をあげている事業者は２割で最も低くなっています。

④移動支援事業

・移動支援事業は、見込量を下回っています。

区 分 単位
第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

移動支援事業

利用者数

（人／月）

延べ時間数

（時間／月）

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、移動支援を利用している方のうち、今後「今よりも利用を増

やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方が約６割となってお

り、今後も一定のサービス量が見込まれます。

○事業者アンケート調査では、不足している地域生活支援事業として、移動支援事業

を約７割の事業者が不足していると回答しています。
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⑤地域活動支援センター事業

・地域活動支援センター事業は、見込量どおりに推移しています。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

基礎的事業
実施か所数

（か所）

地域活動支援センター機能強化事業

地域活動支援

センターⅠ型

実施か所数

（か所）

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、地域活動支援センターを利用している方のうち、今後「今よ

りも利用を増やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回答した方は４割

弱となっており、今後も事業を継続し地域生活支援の促進を図る必要があります。

⑥その他の事業

・その他の事業の見込量と実績値は、以下のとおりとなっています。

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

訪 問 入 浴

サ ー ビ ス

事業

実施か所数

（か所）

利用者数

（人／月）

延べ利用

回数

（回／月）

日 中 一 時

支 援 事 業

実施か所数

（か所）

利用者数

（人）

延べ利用

回数 回

生 活 訓 練 等

事業

利用者数

（人）

理解促進研修

・啓発事業

実施回数

（回）

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込
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＜社会参加促進事業＞

区 分 単位

第６期計画（見込） 第６期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

スポーツ・レク

リエーション教

室開催等事業

利用者数

（人）

点字・声の広報

等発行事業

利用者数

（人）

要 約 筆 記 者

養成事業

受講者数

（人）

手話奉仕員

養成事業

受講者数

（人）

手 話 通 訳 者

養成事業

受講者数

（人）

自動車運転免許

取得・改造助成

事業

利用者数

（人）

盲ろう者向け

通訳・介助員

養成事業

受講者数

（人）

失語症者向け

意思疎通支援者

養成研修事業

受講者数

（人）

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、訪問入浴、自動車運転免許取得・改造助成事業を利用してい

る方のうち、「今よりも利用を増やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」

と回答した方は、それぞれ約３割、６割以上となっており、今後も一定のサービス

量が見込まれます。また、「地域とのつながりの場」として参加したいものの中

で、約２割の方が「趣味やスポーツなどのサークル活動」と回答しています。
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３． 第７期計画（障害福祉サービス）

（１）訪問系サービス

①居宅介護

【事業内容】

居宅において、入浴、排せつ、食事等の身体介護、洗濯、掃除等の家事援助、通院

等の介助を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用時間数 時間／月とし

ていましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用時間数

時間／月となり、利用時間数は見込量を下回りました。

第７期計画では、ニーズに必要な事業所の整備を図っていくことを想定し見込みま

した。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

居宅介護

（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ）

人／月

時間／月

※令和５年度の実績は、見込量（以下同じ。）

②重度訪問介護

【事業内容】

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、常時介護を要す

る障害のある人に対して、居宅において入浴、排せつ、食事等の身体介護、調理、洗

濯、生活必需品の買い物等の家事援助、生活に関する相談や助言等のほか、外出時に

おける移動中の介護を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用時間数 時間／月として

いましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用時間数 時

間／月となり、利用者数、利用時間数ともに見込量を上回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。
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【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

重度訪問介護
人／月

時間／月

③同行援護

【事業内容】

視覚障害により移動に著しい困難を有する人の外出時に同行し、移動に必要な情報

の提供や移動の援護を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用時間数 時間／月として

いましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用時間数 時間

／月となり、利用者数、利用時間数ともに見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

同行援護
人／月

時間／月

④行動援護

【事業内容】

知的障害、精神障害により行動上著しい困難があり、常に介護が必要な人に対して、

行動するとき必要な援護や外出時における移動中の介護を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数２人／月、利用時間数９時間／月としてい

ましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数１人／月、利用時間数３時間／

月となり、利用者数、利用時間数ともに見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。
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【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

行動援護
人／月

時間／月

⑤重度障害者等包括支援

【事業内容】

障害支援区分６（児童にあっては、区分６相当）で意思の疎通に著しい困難を伴う

重度障害のある人に対し、居宅介護をはじめとする複数のサービスを包括的に提供し

ます。

【見込量設定の考え方】

第６期計画では利用実績がないことや市内に事業所がないことなどから、第７期計

画においても見込んでいませんが、事業者等に対して整備を働きかけていきます。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

重度障害者等

包括支援

人／月

時間／月

【訪問系サービスの支援の方向性】

○居宅介護については、ニーズに必要なサービス量を確保できるよう、事業者等に対

して整備を働きかけていきます。

〇障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者（児）に対して、訪問系サービス

の充実を図るため、障害の特性や市内での地域間格差などに留意しつつ、障害福祉

サービス等の質の向上や人材の育成、確保に努めます。

〇行動援護については、ニーズ等を確認し、事業者等に対して整備を働きかけていき

ます。
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（２）日中活動系サービス

①生活介護

【事業内容】

常時介護が必要であり、障害支援区分３以上である人、又は年齢 歳以上で障害支

援区分２以上である人に対し、昼間に入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、

創作的活動及び生産活動の機会を提供します。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月として

いましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人

日／月となり、利用者数、利用日数ともに見込量をやや下回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位
第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

生活介護
人／月

人日／月

②療養介護

【事業内容】

病院などへの長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人であって、障害

支援区分６で筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者など気管切開を伴う人工呼吸器によ

る呼吸管理を行っている人、障害支援区分５以上である筋ジストロフィー患者又は重

症心身障害のある人を対象に、医療機関における機能訓練や療養上の管理、看護、介

護及び日常生活上の援助を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を利用者数 人／月としていましたが、第６期計画の実

績値の平均では、利用者数 人／月となり、概ね見込量どおりに推移しました。

第７期計画では、現在の利用者が引き続き利用するものと推測されることから、現

状の利用者数を見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

療養介護 人／月
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③短期入所

【事業内容】

自宅で介護する人が病気の場合などに、施設への短期間の入所を必要とする障害の

ある人を対象に、短期間及び夜間も含め入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

【見込量設定の考え方】

短期入所の合計の第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数

人日／月としていましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利

用日数 人日／月となり、利用者数、利用日数ともに見込量を下回りました。

第７期計画では、事業所に対して受入を働きかけていくことを想定し見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

短期入所
（合計）

人／月

人日／月

短期入所
（福祉型）

人／月

人日／月

短期入所
（福祉型強化）

※短期入所

福祉型 の内数

人／月

人日／月

短期入所
（医療型）

人／月

人日／月
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④自立訓練（機能訓練）

【事業内容】

自立した地域生活を営むことができるよう、支援が必要な身体障害のある人を対象

に、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数１人／月、利用日数 人日／月としていま

したが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数２人／月、利用日数 人日／月と

なり、利用日数は見込量を上回りました。

第７期計画では、現在の利用状況などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

自立訓練

（機能訓練）

人／月

人日／月

⑤自立訓練（生活訓練）

【事業内容】

自立した地域生活を営むことができるよう、支援が必要な知的障害、精神障害のあ

る人を対象に、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画では、見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月として

いましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人日／

月となり、利用者数、利用日数ともに見込量を下回りました。

第７期計画では、通所型の事業所の整備を図っていくことを想定し見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

自立訓練

（生活訓練）

人／月

人日／月
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⑥就労移行支援

【事業内容】

一般企業などへの就労を希望し、知識及び能力の向上、職場開拓を通じて一般企業

への雇用、在宅就労などが見込まれる人を対象に、一定期間、就労に必要な知識及び

能力を習得するための訓練を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月としてい

ましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人日／月

となり、利用者数、利用日数ともに見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

就労移行支援
人／月

人日／月

⑦就労継続支援（Ａ型）

【事業内容】

一般企業などでの就労が困難な人のうち、就労に必要な知識及び能力の向上を図る

ことによって雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人を対象に、雇用契約に基づ

く就労機会の提供や一般雇用に必要な知識及び能力を習得するための訓練を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月としてい

ましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人日

／月となり、利用者数、利用日数ともに見込量を上回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

就労継続支援

（Ａ型）

人／月

人日／月
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⑧就労継続支援（Ｂ型）

【事業内容】

一般企業などでの就労が困難な人のうち、一般企業などでの就労経験があって年齢

や体力面で引き続き雇用されることが困難な人や、就労移行支援事業を利用したが一

般企業への雇用に結びつかなかった人、 歳に達している人などに一定の賃金水準に

基づく就労機会を提供するとともに、雇用形態への移行に必要な知識及び能力を習得

するための訓練を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月として

いましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人

日／月となり、見込量を上回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

就労継続支援

（Ｂ型）

人／月

人日／月

⑨就労定着支援

【事業内容】

就労移行支援等を利用し一般就労へ移行した障害のある人で、就業に伴う環境変化

により生活面の課題が生じている人を対象に、生活リズムや体調の管理などに関する

問題解決に向けて、職場や関係機関等との連絡調整や指導・助言などの支援を行いま

す。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月としていましたが、第６期計画の

実績値の平均では、利用者数 人／月となり、概ね見込量どおりに推移しました。

第７期計画では、成果目標である利用者数の令和８年度の目標値により見込みまし

た。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

就労定着支援 人／月
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⑩就労選択支援

【事業内容】

就労を希望する障害のある人が、就労先や働き方についてより良い選択ができるよ

う、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選

択するための支援を行います。

【見込量設定の考え方】

令和７年度からの新しいサービスであるため、就労移行支援や就労継続支援の新規

受給者数を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

就労選択支援
人／月 － － － －

人日／月 － － － －

【日中活動系サービスの支援の方向性】

〇在宅の障害のある人の自立促進と生活の改善、身体機能の維持・向上等を図るた

め、通所による創作的活動、機能訓練等の機会を提供できるよう、障害福祉サービ

ス等の質の向上や人材の育成、確保に努めます。

○自立した地域生活を営むことができるよう、生活能力の維持・向上のために必要な

訓練を行う通所型の自立訓練（生活訓練）の整備を事業者等に対して働きかけてい

きます。

〇相談支援事業所等との連携を通じて、就労を希望する障害のある人の支援に努めま

す。

○就労移行支援や就労継続支援における利用者の特性理解やニーズの把握を推進し、

適切な就労に移行できるよう努めます。

〇就労定着支援事業については、国の指針等に基づき、利用の促進に努めます。

〇「短期入所」については、介護者の疾病、高齢化などにより、障害のある人の生活

の場の確保と介護者のレスパイトの必要性から利用ニーズが高いと考えられます。

必要とされるサービス量の確保に向け、事業者等へ働きかけます。

〇強度行動障害のある人への支援に関しては、幼児期や学童期の療育、日中活動系の

支援等での適切な支援のあり方を含め、総合的な対策を検討、実施していきます。
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（３）居住系サービス

①共同生活援助（グループホーム）

【事業内容】

就労している、又は就労継続支援等の日中活動を利用している障害のある人で、日

常生活上の援助を必要とする人を対象に、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の

援助を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月としていましたが、第６期計画の

実績値の平均では、利用者数 人／月となり、見込量を下回りました。

第７期計画では、今後さらに地域への移行が進むことを考慮して見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

共同生活援助

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
人／月

②施設入所支援

【事業内容】

自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の対象者のうち単身での生活が困難

な人、地域の社会資源などの状況により通所が困難な人、又は生活介護の対象となっ

ている障害のある人を対象に、施設に入所して、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事

の介護等を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月としていましたが、第６期計画の

実績値の平均では、利用者数 人／月となり、見込量を上回る削減となりました。

第７期計画では、成果目標である施設入所者数の令和８年度の目標値により見込み

ました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

施設入所支援 人／月
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③自立生活援助

【事業内容】

居宅において単身等で生活する障害のある人を対象に、定期的な巡回訪問や相談対

応等により日常生活の課題を把握し、必要な情報の提供、助言、相談等の自立した日

常生活を営むために必要な支援を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数１人／月としていましたが、第６期計画の

実績値の平均では、利用実績はありませんでした。

第７期計画では１人の利用を見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

自立生活援助 人／月

【居住系サービスの支援の方向性】

〇国の補助制度を活用し、共同生活援助（グループホーム）の拡大を推進します。

〇施設入所支援や共同生活援助（グループホーム）から一人暮らしに移行した障害の

ある人に「自立生活援助」による支援を行います。

○強度行動障害のある人に対応できる環境の整備を図ります。

 

（４）相談支援

①計画相談支援

【事業内容】

障害福祉サービス等を利用する全ての障害のある人に、サービスの支給決定や変更

の前に利用計画案を作成し、定期的に見直しを行うとともに、サービス事業者等との

連絡調整を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月としていましたが、第６期計画の

実績値の平均では、利用者数 人／月となり、見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の実績値などを基に見込みました。
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【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

計画相談支援 人／月

②地域相談支援

【事業内容】

Ⅰ 地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害のある人又は精神科病院に入院している精

神障害のある人に、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する

相談や支援を行います。

 
Ⅱ 地域定着支援

施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した障害のあ

る人や地域生活が不安定な障害のある人などに対して、常時の連絡体制を確保する

とともに、障害の特性により生じた緊急の事態などに相談や緊急訪問、緊急対応な

どの支援を行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、地域移行支援の利用者数１人／月、地域定着支援の

利用者数１人／月としていましたが、第６期計画の実績値では、地域移行支援・地域

定着支援とも、利用者数１人／月となり、見込量どおりに推移しました。

第７期計画では、１人の利用を見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

地域移行支援 人／月

地域定着支援 人／月

【相談支援の支援の方向性】

〇相談支援事業所間の連携を強化し、課題の共有等を図ることによって、相談支援体

制の充実やサービスの質の向上を図ります。

〇地域生活支援事業の障害者相談支援事業と併せ、包括的な相談支援体制の構築を推

進します。

○ニーズに必要な事業所数が確保できるよう、新規事業所の開設を事業者等に働きか

けていきます。
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４． 第７期計画（地域生活支援事業）

（１）相談支援事業

①障害者相談支援事業

【事業内容】

障害のある人や家族等の介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、障

害福祉サービスの利用に当たって必要な援助などを行うとともに、虐待の防止やその

早期発見のための関係機関との連絡調整、障害のある人の権利擁護のための必要な援

助を行います。

【見込量設定の考え方】

第７期計画でも、引き続き現状の事業所数で見込みましたが、今後、相談件数の増

加等、設置が必要な状況が生じた場合は、事業所の追加を検討します。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

障害者相談

支援事業

実施か所数

（か所）

※（ ）内は、基幹相談支援センター機能強化事業所の数

②障害児等療育支援事業

【事業内容】

在宅の重症心身障害児者、知的障害児者、身体障害児の地域における生活を支える

ため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図ります。

【見込量設定の考え方】

第７期計画では、現状の実施か所数で見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

障害児等療育

支援事業

実施か所数

（か所）
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【相談支援事業の支援の方向性】

〇福祉サービス利用援助等の支援、関係機関との連絡調整、権利擁護事業の利用調整

など、今後も関係機関との連携を図りながら相談支援体制の充実・強化に努めま

す。

○障害のある方の高齢化をはじめ、障害のある方本人とその家族が抱える様々な課題

に対して適切な支援が受けられるよう、高齢者福祉や児童福祉等の関係機関との連

携に努めます。

〇相談の増加及び総合的・専門的な相談支援に対応するため、必要な能力を有する専

門的職員の配置や事業所及び相談員の拡充等の機能強化を推進します。また、必要

に応じてペアレントメンターを活用し、保護者の相談支援に努めます。

〇障害児支援の障害児相談支援及び地域生活支援事業の障害者相談支援事業と併せ、

医療的ケアの専門性を有した機関との連携など、包括的な相談支援体制の構築を推

進します。

（２）意思疎通支援事業

【事業内容】

①要約筆記者等派遣事業

聴覚障害のある人が要約筆記を必要とする場合に、要約筆記者等を派遣します。要

約筆記とは、その場の話を即座に文字（手書き・パソコン）で表示するコミュニケ

ーション手段で、手話の習得が困難な中途失聴及び難聴の人に適します。

②手話奉仕員派遣事業・手話通訳者派遣事業

聴覚障害のある人が手話通訳を必要とする場合に、手話奉仕員や手話通訳者を派遣

します。

③手話通訳者設置事業

聴覚障害のある人の社会活動を援助するため、手話通訳者を設置します。

④盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

盲ろう者及び盲ろう者の団体に対し、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣し、盲ろう

者と視覚・聴覚に障害のない人との意思伝達の仲介を行います。

⑤重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

意思疎通が困難で、かつ、介護者がいない障害のある人が入院する場合に、日頃か

ら本人を介護し、本人の意思を医療従事者に伝えることができる者を病院に派遣し、

医療従事者との意思疎通の円滑化を図ります。
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【見込量設定の考え方】

要約筆記者等派遣事業の利用者数は、第６期計画では見込量を下回りました。

手話奉仕員派遣事業、手話通訳者派遣事業、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の

利用者数は、概ね見込量どおりに推移しました。一方、手話通訳者設置事業の利用者

数は、見込量を大きく上回りました。

また、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業は、見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の利用実績を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位
第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

要約筆記者等

派遣事業

利用者数

（人）

手話奉仕員

派遣事業

利用者数

（人）

手話通訳者

派遣事業

利用者数

（人）

手話通訳者

設置事業

利用者数

（人）

盲ろう者向け

通訳・介助員

派遣事業

利用者数

（人）

重度障害者

入院時コミュ

ニケーション

支援事業

利用者数

（人）

【意思疎通支援事業の支援の方向性】

〇コミュニケーションの円滑化を推進し、日常生活の利便性を向上させることで障害

のある人の外出支援や社会参加の促進を図るため、聴覚、言語機能、音声機能、視

覚その他の障害により意思疎通を図ることに支障がある人に対する支援として、手

話通訳者・要約筆記者等及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣の充実に努めます。

〇災害時等にも対応できる支援体制や入院時など様々な状況でコミュニケーションが

難しい方の支援体制の充実に努めます。

〇必要とされるサービス量とその質を確保するため、人材の育成、確保に努めます。

〇下関市手話言語条例に基づき、手話に対する理解促進や手話の普及に関する施策を

計画的に推進します。
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（３）日常生活用具給付等事業

【事業内容】

重度障害児者が自立した日常生活を送るために、必要な用具を給付します。

【見込量設定の考え方】

第６期計画では、見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の利用実績を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

介護・訓練

支援用具

件数

（件）

自 立 生 活

支援用具

件数

（件）

在宅療養等

支援用具

件数

（件）

情報・意思

疎通支援用具

件数

（件）

排せつ管理

支援用具

件数

（件）

住宅改修費
件数

（件）

 

【日常生活用具給付等事業の支援の方向性】

〇日常生活上の便宜を図るため、在宅の重度障害のある人に日常生活用具の適切な給

付を行います。

〇障害の種類や程度等それぞれの特性に応じ必要となる日常生活用具の種類や量につ

いて、障害のある人のニーズや利用しやすい内容へ随時見直しを行います。

 

（４）移動支援事業

【事業内容】

屋外での移動が困難な障害のある人に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余

暇活動などの社会参加を目的とする外出の際の支援を行います。
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【見込量設定の考え方】

第６期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、延べ時間数 時間／月としてい

ましたが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、延べ時間数 時間／

月となり、見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の利用実績を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

移動支援事業

利用者数

（人／月）

延べ時間数

（時間／月）

【移動支援事業の支援の方向性】

〇障害の特性やライフステージに応じた利用ニーズを把握し、利用の促進が図られる

ようサービスの充実に努めます。

 

（５）地域活動支援センター事業

【事業内容】

創作的活動や生産活動など、日中の活動の機会の提供により、社会との交流など、

地域生活支援の促進と、活動の間の家族の一時的な休息を図ります。

【見込量設定の考え方】

第７期計画では、日中活動の場の充実を想定し、基礎的事業の事業所数を見込みま

した。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

基礎的事業
実施か所数

（か所）

地域活動支援センター機能強化事業

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

地域活動支援

センターⅠ型

実施か所数

（か所）
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【地域活動支援センター事業の支援の方向性】

〇今後とも、地域とのつながりを保ちながら活発に活動できるよう、障害の特性やラ

イフステージに応じた適切な日中活動の場の確保のため、機能の充実に努めます。

〇障害の特性に合わせた活動の場の拡大及び活動内容の充実に努めるとともに、専門

的な相談が行えるよう相談支援体制の確保に努めます。

 

（６）その他の事業

ア 訪問入浴サービス事業

【事業内容】

地域において身体に障害のある人の生活を支援するため、訪問により居宅において

入浴サービスを提供し、身体障害のある人の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等

を図ります。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の平均の見込量を、利用者数 人／月、利用回数 回／月としていまし

たが、第６期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用回数 回／月となり、

利用回数は見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の利用実績を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

訪 問 入 浴

サ ー ビ ス

事業

実施か所数

（か所）

利用者数

（人／月）

延べ利用回数

（回／月）

【訪問入浴サービス事業の支援の方向性】

〇今後とも、身体障害のある人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等のため継続し

て事業の充実に努めます。
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イ 日中一時支援事業

【事業内容】

一時的に見守りなどの支援が必要な障害のある人に対して、日中における活動の場

を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うことで、その家族の就

労及び一時的な休息を支援します。

【見込量設定の考え方】

第６期計画の平均の見込量を、利用者数９人、延べ利用回数 回としていましたが、

第６期計画の実績値の平均では、利用者数５人、延べ利用回数 回となり、見込量を

下回りました。

第７期計画では、現在の利用者の状況を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

日 中 一 時

支 援 事 業

実施か所数

（か所）

利用者数

（人）

延べ利用回数

（回）

【日中一時支援事業の支援の方向性】

〇障害のある人の家族の就労支援や障害者を日常的に介護している家族の負担軽減を

図るため、障害のある人の日中における活動の場の確保に努めます。
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ウ 生活訓練等事業、理解促進研修・啓発事業

【事業内容】

①生活訓練等事業

精神疾患のある人を支える家族に対して、病気に対する理解を深め、社会資源の活

用方法を学ぶことにより、家族の心理的な負担の軽減を図ります。

②理解促進研修・啓発事業

障害のある人が日常生活及び社会生活をする上で生じる「社会的障壁」を除くため、

地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイベント

の開催、啓発活動などを行います。

【見込量設定の考え方】

第６期計画では、生活訓練等事業の平均の見込量を、利用者数 人としていました

が、第６期計画の実績値平均では、利用者数 人となり、見込量を下回りました。

第７期計画では、第６期計画の利用実績を基に見込みました。

理解促進研修・啓発事業の平均の見込量を、実施回数１回としていましたが、第６

期計画の実績値平均では、実施回数２回となり、概ね見込量どおりに推移しました。

第７期計画では、第６期計画の利用実績を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

生活訓練等

事業

利用者数

（人）

理解促進研修

・啓発事業

実施回数

（回）

【理解促進研修・啓発事業の支援の方向性】

〇理解促進研修・啓発事業については、日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社

会的障壁」を除くため、地域住民への障害のある人などの理解を深めるための講習

会等を開催します。
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エ 社会参加促進事業

【事業内容】

①スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

スポーツやレクリエーションを通じて、障害のある人の機能回復及び体力向上に関

する指導・助言を計画的に行います。

②点字・声の広報等発行事業

文字による情報入手が困難な視覚障害者等のために、点字市報及び声の市報を発行

するとともに配布し、広く市政に関する情報提供を行います。

③要約筆記者養成事業

身体障害者福祉の概要や要約筆記の役割・責務等について理解ができ、要約筆記に

必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成するための講習会を開催

します。

④手話奉仕員養成事業

聴覚障害者等の自立と社会参加を図ることを目的として、日常会話程度の手話表現

技術を習得した手話奉仕員を養成するための講習会を開催します。

⑤手話通訳者養成事業

身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等について理解ができ、手話通訳に

必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者を養成するため

の講習会を開催します。

⑥自動車運転免許取得・改造助成事業

身体障害者の自立と社会参加を図ることを目的として、免許取得のための費用や身

体障害者自らが所有し運転する自動車の操行装置等の改造費の一部を助成します。

⑦盲ろう者向け通訳・介助員養成事業

盲ろう者の抱える困難（コミュニケーション、情報入手、移動など）を解消する支

援を行う「通訳・介助員」を養成するため、盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会

を開催します。

⑧失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業

失語症者の自立と社会参加を図るため、失語症者向け意思疎通支援者を養成するた

めの講習会を開催します。
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【見込量設定の考え方】

第７期計画では、概ね第６期計画の実績値を基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第６期計画（実績） 第７期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

スポーツ・レク

リエーション教

室開催等事業

利用者数

（人）

点字・声の広報

等発行事業

利用者数

（人）

要約筆記者

養成事業

受講者数

（人）

手話奉仕員

養成事業

受講者数

（人）

手話通訳者

養成事業

受講者数

（人）

自動車運転免許

取得・改造助成

事業

利用者

（人／年）

盲ろう者向け

通訳・介助員

養成事業

受講者数

（人）

失語症者向け

意思疎通支援者

養成研修事業

受講者数

（人）

【社会参加促進事業の支援の方向性】

〇スポーツ・レクリエーション教室などの開催を促進し、障害のある人の社会参加の

機会の充実を図ります。

〇意思疎通支援事業の拡充を図るため、失語症者向け意思疎通支援者の養成を推進し

ます。
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５． 障害者福祉施設等整備方針

厚生労働省の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」及びこども家庭庁の「次世

代育成支援対策施設整備交付金」を活用した障害者福祉施設整備費補助事業について

は、令和５年度整備分（令和４年度募集分）から全ての障害福祉サービス事業等の中

から、本市において必要性や緊急性が高いものについて補助対象とできるよう、あら

かじめ「整備方針」を策定し、その「整備方針」に基づいて募集を行うこととしたと

ころです。

本計画の計画期間に係る令和７年度（令和６年度募集分）及び令和８年度（令和７

年度募集分）の整備方針は、国の指針との整合性等を踏まえて、これまでの整備方針

と同じ下記の５項目とします。

なお、限られた予算を有効に活用するため、募集を行う年度に本市で障害福祉サー

ビス事業所等を運営している法人に対して意向調査を実施し、その結果も参考に５項

目の中から整備方針を１項目程度選定した上で国庫補助を活用した施設整備の募集を

行います。

また、計画期間中に、５項目以外に整備が必要な状況が発生した場合は、当該年度

の整備方針と併せて検討することとします。

【整備方針】

（１）緊急時の受入の場及び地域生活移行への入居体験の場としての利用もできる短

期入所事業所の創設・増築・改築・修繕等を推進する。

（２）入所施設等から地域への移行に必要となる共同生活援助事業所（グループホー

ム）の創設・増築・改築・修繕等を推進する。

（３）生活の場としての障害者支援施設（入所施設）の老朽化に伴う改築・修繕等

（建て替えを含む）を推進する。

（４）生活の場としての障害者支援施設（入所施設）におけるウイルス性感染症等対

策のための多床室の個室化等に係る改築・修繕等を推進する。

（５）その他、老朽化等により、利用者のニーズに合わなくなった場合又は安全・安

心の確保が困難となった場合の障害福祉サービス事業所等の創設・増築・改

築・修繕等を推進する。
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６． 第７期計画（その他）

（１）福祉施設から一般就労への移行

福祉施設から一般就労への移行については、以下の項目について、成果目標（３）

の活動指標として必要量を見込みました。

活動指標 単位
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち一般就労への移行者数

就労移行支援事業 人

就労継続支援Ａ型事業 人

就労継続支援Ｂ型事業 人

（２）地域生活支援拠点等

地域生活支援拠点等が有する機能の充実については、以下の項目について、成果目

標（２）の活動指標として必要量を見込みました。

活動指標 単位
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

地域生活支援拠点等の設置か所数 か所

地域生活支援拠点等のコーディネーターの配置人

数【新規】
人

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた

検証及び検討の年間の実施回数
回

（３）発達障害者等に対する支援

発達障害者等に対する支援については、ペアレントプログラムやペアレントトレー

ニング等の支援体制の確保を踏まえ、以下の項目について、必要量を見込みました。

活動指標 単位
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム

等の支援プログラム等の受講者数（保護者）
人

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム

等の支援プログラム等の受講者数（支援者）

【新規】

人

ペアレントメンターの人数 人

ピアサポートの活動への参加人数 人
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（４）精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、保健、医療及び

福祉関係者による協議の場の設置を前提として、以下の項目について、必要量を見込

みました。

活動指標 単位
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の設置

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催

回数
回

保健、医療（精神科及び精神科以外の医療機関

別）、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごと

の参加者数

人

保健、医療及び福祉関係者による協議の場にお

ける目標設定及び評価の実施回数
回

精神障害者における障害福祉サービス種別の利用者数

地域移行支援の利用者数 人

地域定着支援の利用者数 人

共同生活援助の利用者数 人

自立生活援助の利用者数 人

自立訓練（生活訓練）の利用者数【新規】 人
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（５）相談支援体制の充実・強化のための取組

相談支援体制の充実・強化等については、以下の項目について、成果目標（４）の

活動指標として必要量を見込みました。

活動指標 単位
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

総合的・専門的な相談支援

障害の種別や各種のニーズに対応できる総合

的・専門的な相談支援の実施の有無
― 有 有 有

基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化

地域の相談支援事業者に対する訪問等による

専門的な指導・助言件数
件

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 件

地域の相談支援機関との連携強化の取組の実施

件数
件 １

個別事例の支援内容の検証の実施回数【新規】 回

主任相談支援専門員の配置数【新規】 人

協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善

協議会における相談支援事業所の参画による事

例検討実施回数【新規】
回

参加事業者・機関数【新規】 者

協議会の専門部会の設置数【新規】 部会

協議会の専門部会の実施回数【新規】 回

（６）障害福祉サービス等の質の向上

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築については、以

下の項目について、成果目標（５）の活動指標として必要量を見込みました。

活動指標 単位
令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修そ

の他の研修への市町職員の参加人数
人

障害者自立支援審査支払等システム等による審

査結果を分析してその結果を活用し、事業所や

関係自治体等と共有する体制の有無及びその実

施回数

― 有 有 有

回

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通

所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施

体制の有無

― 有 有 有
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７． 令和８年度（ 年度）に向けた成果目標

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

目標値設定に関する国の基本指針

●施設入所者の地域生活移行者数に関する目標について

令和８年度（ 年度）末時点で、令和４年度（ 年度）の施設入所者数の６％以上

を地域生活に移行することを基本とする。

●施設入所者数の削減に関する目標について

令和８年度（ 年度）末時点の施設入所者数を令和４年度（ 年度）末時点の施設

入所者数から５％以上削減することを基本とする。

項 目 数 値 設定の考え方

基準値

（施設入所者数）
人

令和４年度（ 年度）末時点の施設入所者数（継続

入所者（ ）を減じた数）

目標年度入所者数 人
令和８年度（ 年度）末時点の施設入所者数（継続

入所者（ ）を減じた数）

目標値

（地域生活移行者数）

人
基準値のうち、令和８年度（ 年度）末までに施設

入所から地域移行した者の数。割合については、目標

値を基準値で除した値。国の基本指針を勘案しつつ、

実績値に沿って設定。
％

目標値

（削減見込数）

人
令和５年度（ 年度）から令和８年度（ 年度）

まで（４年間）の施設入所者の削減人数。割合につい

ては、目標値を基準値で除した値。国の基本指針を勘

案しつつ、実績値に沿って設定。
％

（２）地域生活支援の充実

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）末までの間、各市町村又は各圏域に一つ以上確保することを基

本とする。

●各市町において、地域生活支援拠点等の機能の充実のため、コーディネーターの配置、

地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネッ

トワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築が進むよう支援するこ

とを基本とする。

●地域生活支援拠点等の機能の充実のため、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況

を検証及び検討することを基本とする。

●各市町又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニー

ズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。
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項 目 数 値 設定の考え方

地域生活支援拠点等の確

保

令和２年度

（ 年度）

設置

地域生活支援拠点等整備検討部会を設置済みです。

また、障害者（児）緊急一時支援事業を実施してい

ます。

 
 

項 目 設定の考え方

コーディネーター等の

配置【新規】

下関市基幹相談支援センターにコーディネーターを配置済みで

す。

 
 

項 目 設定の考え方

年１回以上運用状況を

検証及び検討

地域生活支援拠点機能の充実を図るため、年１回以上運用状況を

検証及び検討することとします。

 
 

項 目 設定の考え方

強度行動障害を有する

障害者の支援体制の整備

【新規】

強度行動障害を有する障害者の状況やニーズを把握し、地域の関

係機関が連携した支援体制の整備を進めます。
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（３）福祉施設から一般就労への移行等

①福祉施設利用者の一般就労への移行

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）中の就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和

３年度（ 年度）実績の 倍以上とすることを基本とする。

●就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業のそれぞれに係る

移行者数の目標値を定める。

・就労移行支援事業・・・・・令和３年度（ 年度）実績の 倍以上とする。

・就労継続支援Ａ型事業・・・令和３年度（ 年度）実績の 倍以上とする。

・就労継続支援Ｂ型事業・・・令和３年度（ 年度）実績の 倍以上とする。

 

項 目 数 値 設定の考え方

基準値

（一般就労移行者数）

人

令和３年度（ 年度）の就労移行支援事業等（生活

介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援（Ａ

型・Ｂ型）を行う事業）を通じた一般就労への移行者

数

人
うち令和３年度（ 年度）の就労移行支援事業を通

じた一般就労への移行者数

人
うち令和３年度（ 年度）の就労継続支援Ａ型事業

を通じた一般就労への移行者数

７人
うち令和３年度（ 年度）の就労継続支援Ｂ型事業

を通じた一般就労への移行者数

就労移行支援事業等を

通じた一般就労移行者数

人 令和８年度（ 年度）中の就労移行支援事業等を通

じた一般就労への移行者数。倍数については、基準値

との比較。国の基本指針に沿って設定。倍

うち就労移行支援事業
人 令和８年度（ 年度）中の就労移行支援事業を通じ

た一般就労への移行者数。倍数については、基準値と

の比較。国の基本指針に沿って設定。倍

うち就労継続支援

Ａ型事業

人 令和８年度（ 年度）中の就労継続支援Ａ型事業を

通じた一般就労への移行者数。倍数については、基準

値との比較。国の基本指針に沿って設定。倍

うち就労継続支援

Ｂ型事業

９人 令和８年度（ 年度）中の就労継続支援Ｂ型事業を

通じた一般就労への移行者数。倍数については、基準

値との比較。国の基本指針に沿って設定。倍
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②一般就労後の定着支援

ア 就労定着支援事業の利用者数

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）中の就労定着支援事業の利用者数を令和３年度実績の 倍

以上とすることを基本とする。

 

項 目 数 値 設定の考え方

基準値

（就労定着支援事業利用

者数）

人
令和３年度（ 年度）における就労定着支援事業

の利用者数

目標値

（就労定着支援事業利用

者数）

人 令和８年度（ 年度）中の就労定着支援事業の利用

者数。割合については、基準値との比較。国の基本指

針に沿って設定。倍

 
イ 就労定着支援事業の就労定着率

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）末において、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割

以上の事業所を全体の２割５分以上とすることを基本とする。

 

項 目 数 値 設定の考え方

基準値

（就労定着支援事業所数）
３事業所

令和８年度（ 年度）末における就労定着支援事業

所数

目標値

（就労定着支援事業所数）

１事業所
令和８年度（ 年度）末における就労定着支援事業

所のうち、就労定着率が７割以上の事業所数。割合に

ついては、基準値との比較。国の基本指針に沿って設

定。
２割５分

 
ウ 就労支援体制の構築

目標値設定に関する国の基本指針

●地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体

制の構築を推進するため、協議会（就労支援部会）等を設けて取組を進めることを基

本とする。

項 目 設定の考え方

就労支援体制の構築

【新規】

自立支援協議会（就労部会）と連携して、就労支援体制の構築を

進めます。
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（４）相談支援体制の充実・強化等

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な

相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本

とする。

●各市町村において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う

取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とする。

項 目 設定の考え方

相談支援体制の充実・強

化等

基幹相談支援センターを中心に、自立支援協議会相談支援部会等

を活用しながら総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談

支援体制の強化を実施する体制を確保します。

協議会の設置【新規】 下関市自立支援協議会を設置済みです。

（５）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

を実施する体制を構築することを基本とする。

項 目 設定の考え方

障害福祉サービス等の質

を向上させるための取組

に係る体制の構築

県が実施する研修等への積極的な参加、障害者自立支援審査支払

等システムによる審査結果の共有及び指導監査の適正な実施によ

り障害福祉サービス等の質の向上を図ります。
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第６章 障害児福祉計画（第３期）

１． 基本的考え方

障害児福祉計画（第３期）の基本的な考え方は、国が定める「障害福祉サービス等及び障

害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき、以下のように設定

します。

◆障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健や

かな育成を支援します。

◆障害児及びその家族に対し、障害の疑いの段階から身近な地域で支援できるように、障害

種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援などの充実を図りま

す。

◆障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援

などの関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図りま

す。

◆障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育などの支援を受けられるよ

うにすることで、障害のあるなしにかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域

社会への参加・包容（インクルージョン）を推進します。

◆医療的ケア児が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにす

るなど、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。

◆事業者の人材の確保、育成及び定着については、事業所への働きかけとともに、介護保険

の取組も参考にして、施策化を検討します。
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２． 第２期計画の実績と評価

・児童発達支援（福祉型）、放課後等デイサービスは、利用者数（人／月）、利用日

数（人日／月）ともに、見込量を上回っています。

・児童発達支援（医療型）は、実績がありませんでした。

・保育所等訪問支援は、見込量を上回っています。

・居宅訪問型児童発達支援は、概ね見込量どおりに推移しています。

・障害児相談支援は、見込量を上回っています。

・医療的ケア児コーディネーターは、見込量どおりに推移しています。

区 分 単位

第２期計画（見込） 第２期計画（実績）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

児童発達支援

（福祉型）

人／月

人日／月

児童発達支援

（医療型）

人／月

人日／月

放課後等デイ

サービス

人／月

人日／月

保育所等訪問

支援

人／月

人日／月

居 宅 訪 問 型

児童発達支援

人／月

人日／月

障害児相談支援 人／月

医療的ケア児

コーディネーター
人

※令和５年度の実績は、４月から７月までの実績から算出した見込

【アンケート調査結果】

○アンケート調査では、児童発達支援、放課後等デイサービスを利用している方のう

ち、今後「今よりも利用を増やす予定」又は「今と同じくらい利用する予定」と回

答した方は、それぞれ６割、７割強となっています。また、放課後等デイサービス

を利用していない方のうち、５割強が今後「利用する予定」と回答しており、今後

も一定のサービス量の増加が見込まれます。

○これらのニーズに対応するための、事業者が抱えている事業運営上の課題、サービ

ス向上のための必要な支援において、事業者の約７割が「人材の育成」、「人材の確

保・定着」を挙げています。
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３． 第３期計画（障害児支援）

（１）児童発達支援（福祉型）

【事業内容】

乳幼児健診などで療育の必要性が認められた未就学の児童に対して、日常生活にお

ける基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練などの支

援を行います。

【見込量設定の考え方】

第２期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月として

いましたが、第２期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人

日／月となり、見込量を上回りました。

第３期計画では、サービスの質の向上を図りながら障害児のニーズに必要な定員を

確保して適正な療育支援を行うことを想定し見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

児童発達支援

（福祉型）

人／月

人日／月

※令和５年度の実績は、見込量（以下同じ。）

（２）児童発達支援（医療型）

【事業内容】

肢体不自由（上肢、下肢又は体幹の機能の障害）のある児童に対し、児童発達支援

と合わせて治療を行います。

【見込量設定の考え方】

市内に実施機関がなく、第２期計画において実績がなかったため、第３期計画にお

いても見込んでいません。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

児童発達支援

（医療型）

人／月

人日／月
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（３）放課後等デイサービス

【事業内容】

学校の授業終了後や学校の休校日において、生活能力向上のために必要な訓練や社

会との交流促進などの支援を行います。

【見込量設定の考え方】

第２期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月、利用日数 人日／月として

いましたが、第２期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人

日／月となり、利用者数、利用日数とも見込量を大幅に上回りました。

第３期計画では、サービスの質の向上を図りながら障害児のニーズに必要な定員を

確保して適正な療育支援を行うことを想定し見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

放課後等デイ

サービス

人／月

人日／月

（４）保育所等訪問支援

【事業内容】

障害児が利用している保育所などを児童指導員や保育士などが訪問して、集団生活

への適応のための専門的な支援を行います。

【見込量設定の考え方】

第２期計画の見込量の平均を、利用者数２人／月、利用日数２人日／月としていま

したが、第２期計画の実績値の平均では、利用者数 人／月、利用日数 人日／月と

なり、見込量を上回りました。

第３期計画では、保育所等訪問支援を活用した障害児の地域社会への参加・包容

（インクルージョン）が推進されることを想定し見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

保育所等訪問

支援

人／月

人日／月
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（５）居宅訪問型児童発達支援

【事業内容】

重度の障害のために外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して日常生活に

おける基本的な動作の指導や知識技能を付与するとともに、生活能力の向上のために

必要な訓練等を行います。

【見込量設定の考え方】

第２期計画の見込量の平均を、利用者数１人／月、利用日数２人日／月としていま

したが、第２期計画の実績値の平均では、利用者数１人／月、利用日数１人日／月と

なり、概ね見込量どおりに推移しました。

第３期計画では、第２期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

居 宅 訪 問 型

児童発達支援

人／月

人日／月

 

（６）障害児相談支援

【事業内容】

障害児通所支援を利用しようとする障害児の心身の状況、家庭環境、保護者の意向

などを総合的に勘案し、サービスの適切な利用ができるよう計画案を作成するととも

に、事業者との連絡調整を行います。

【見込量設定の考え方】

第２期計画の見込量の平均を、利用者数 人／月としていましたが、第２期計画の

実績値の平均では、利用者数 人／月となり、見込量を上回りました。

第３期計画では、第２期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

障害児相談支援 人／月
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（７）医療的ケア児コーディネーター

【事業内容】

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築のため、関連分野の支援を調整する

コーディネーターとして養成された相談支援専門員などの配置を行います。

【見込量設定の考え方】

第２期計画の実績値などを基に見込みました。

【見込量】

区 分 単位

第２期計画（実績） 第３期計画（見込）

令和３年度

（ 年度）

令和４年度

（ 年度）

令和５年度

（ 年度）

令和６年度

（ 年度）

令和７年度

（ 年度）

令和８年度

（ 年度）

医療的ケア児

コーディネーター
人

【障害児支援の方向性】

〇早期療育を図るため、児童発達支援の拡充を図り、個々の障害の状態や発達の過

程・特性に応じた発達支援を行うほか、子どもの発達の基盤となる家族への支援に

努めます。また、家族支援については、保護者が子どもに関わりやすい具体的で効

果的な対応を身に付けることができるよう、ペアレントトレーニングやペアレント

プログラムなどの手法を活用します。

〇学齢期の子どもの健全な育成を図るため、放課後等デイサービスの質の向上に努め

ます。また、学校、放課後児童クラブ等との連携において、障害のない子どもと共

に学び 活動するなど、地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進しま

す。なお、事業所の新規開設に当たっては、今後の利用者ニーズ、市内における地

域的な配置バランス等を検証しながら、適正な事業所数の確保に努めます。

○強度行動障害のある子どもが適切な支援を受けられるよう、山口県発達障害者支援

センターコンサルテーション強化事業地域支援マネージャー西部支所をはじめとし

た地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めます。

〇幼稚園、保育所、認定こども園などにおける障害児の受入を支援するため、下関市

こども発達センターや通級指導教室、児童発達支援事業所等との連携を図り、障害

のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進します。

〇下関市こども発達センターを中核として、児童相談所、総合支援学校、相談支援事

業者、通所支援事業者等関係機関のネットワークを活用し、障害のある子どもに関

する課題把握やその改善施策の検討を行います。

〇障害福祉サービスの計画相談及び地域生活支援事業の障害者相談支援事業と合わせ

包括的な相談支援体制の充実を図ります。

〇医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、山口県西部医療的ケア児支援センタ

ーをはじめとした保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の連携及びコー

ディネーターの配置に努めます。
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４． 第３期計画（その他）

（１）子ども・子育て支援等の障害児受入人数

子ども・子育て支援等の障害児受入人数については、以下の項目について、必要量

を見込みました。

種 類 単位
令和６年度

（ 年度）
令和７年度

（ 年度）
令和８年度

（ 年度）

保育所 人

認定こども園 人

放課後児童健全育成事業 人
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５． 令和８年度（ 年度）に向けた成果目標

（１）障害児支援の提供体制の整備等

目標値設定に関する国の基本指針

●令和８年度（ 年度）末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少な

くとも１か所以上設置することを基本とする。

●令和８年度（ 年度）末までに、児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業

所等が実施する保育所等訪問支援等を活用しながら、障害児の地域社会への参加・包容

（インクルージョン）を推進する体制を構築することを基本とする。

●令和８年度（ 年度）末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事務所

を各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上確保することを基本とする。

●令和８年度（ 年度）末までに、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービ

ス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上確保することを基本とする。

●令和８年度（ 年度）末までに、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設

置することを基本とする。

●令和８年度（ 年度）末までに、医療ケア児等に関するコーディネーターを配置する

ことを基本とする。

 

項 目 数 値 設定の考え方

児童発達支援センターの設置 ２か所

市内に「下関市こども発達センター」を

設置済みです。

また、民間事業者が運営する「児童発達

支援センターこむぎ」が設置されていま

す。

保育所等訪問支援等を活用した

障害児の地域社会への参加・包

容（インクルージョン）が推進

できる体制の構築【新規】

令和５年度

（ 年度）

設置

市内６事業所で実施している保育所等訪

問支援を活用しながら、障害児の地域社

会への参加・包容（インクルージョン）

を推進します。

主に重症心身障害児を支援する

児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所の確保

４か所

重症心身障害児に対する支援について

は、市内にそれぞれ２事業所（合計４事

業所）が開設されています。

医療的ケア児支援のための協議

の場の設置

平成 年度

（ 年度）

設置

「下関市医療的ケア児支援地域連携会

議」を設置済みです。

医療的ケア児に関するコーディ

ネーターの配置

平成 年度

（ 年度）

配置

医療的ケア児に関するコーディネーター

については、３人を配置済みです。

目標値を達成している項目については、次の段階として、内容の充実を図ります。
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第７章 計画の推進体制

１． 地域福祉からの推進

障害のある人が地域で安心して暮らしていける環境づくりを進めていくためには、行政

だけでなく、市民自身、地域の住民をはじめ、地域での福祉活動の中心である民生委員・

児童委員やボランティア団体など、「自助」「互助」「共助」「公助」などの地域福祉からの

見守り、気づきを通じた支え合いについて一層の充実を図ります。そのことを通して、今

後の「地域共生社会」の実現に向けた取組を推進します。

２． 関係機関・関係団体との連携の強化

障害のある人を支援する施策は、保健・医療・福祉・教育・生活環境・就労など様々な

分野が関連しています。そのため、庁内関係課をはじめ、社会福祉協議会、自立支援協議

会、国・県など関係機関との連携を強化するとともに、一人ひとりの障害の特性やライフ

ステージに応じた総合的かつ継続的な支援を行うためには、障害者団体、障害福祉サービ

ス提供事業所などとの協力は重要であり、幅広い分野における連携を促進します。

３． 啓発や情報発信の充実

本計画に基づく施策を推進するためには、「障害のある人が受ける制限は社会のあり方と

の関係によって生ずる」という、いわゆる「社会モデル」の概念や一人ひとりの障害特性

や障害のある人に対する配慮等への市民ひいては社会全体の理解が必要不可欠です。行政

はもとより、障害者団体、ボランティア団体、障害福祉サービス提供事業所などが連携し、

様々な機会を捉えて啓発活動を行い、地域社会における「心のバリアフリー」の実現を推

進するとともに、そのための多様な情報発信に取り組みます。

４． 事業所の参入促進

障害のある人の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を推進するためには、利

用者のニーズに対応できる事業所の確保が必要です。このため、事業を行う意向のある事

業者の把握に努めるとともに、事業者に対して広く情報提供等を行い、事業者の参入促進

を図ります。一方で、サービス量が充足していると認められるサービスについては、過剰

なサービス提供はサービスの質の低下につながるため、抑制することを検討し、サービス

の質の向上及び適正なサービス量の確保に努めます。
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５． 推進のための財源確保

国・県の補助制度などを活用するなど必要な財源の確保に努めるとともに、適切な利用

者負担制度など、障害のある人に対する施策の一層の充実に向けて国・県への要望を行う

ことによって、計画の適切な推進による成果目標の達成を図ります。

６． 人材の育成と資質の向上

人材の育成については、サービス提供にかかる責任の所在の明確化やこれにかかる専門

職員の養成のみならず、サービスに必要な直接の担い手の養成を含め、障害福祉サービス

等にかかる人材を質、量ともに確保することが重要です。

障害福祉サービスや相談支援が適切に実施されるよう、県などの関係機関と連携を図り

人材育成と確保及びその資質向上に努めます。

７． 庁内推進体制の整備

障害福祉施策については、福祉、保健、医療、教育、就労など全庁的な取組が必要なこ

とから、庁内各課の緊密な連携を図り、全庁が一体となって各種施策を推進します。

８． 計画の進捗管理と評価・見直し

本計画の施策に係る成果目標などの進捗管理を自立支援協議会において定期的に実施し

ます。

また、国の福祉施策の抜本的な見直し、社会状況の変化時でも、これらの状況に柔軟に

対応するため、必要に応じて自立支援協議会を中心に施策の再検討を行い、本計画の見直

しを行います。

評価

推進

計画策定

見直し

・下関市自立支援協議会等

・庁内関係各課や関係機関

との連携による事業展開

・随時施策に反映

・下関市自立支援協議会

・庁内関係各課
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参 考 資 料

１． 下関市障害者計画等策定委員会概要

（１）下関市障害者計画等策定委員会委員名簿

所 属 職 名 氏 名 備考

下関市身体障害者団体連合会 理事長 金原 洋治 会長

下関市手をつなぐ育成会 会長 沖村 文子

山口県自閉症協会 会長 椎木 弥寿子

下関市障害者生活支援センター センター長 山崎 慎恵

なごみの里相談支援センター 相談支援専門員 市場 亜沙香

支援センターひえだ 相談支援専門員 河杉 孝

下関市こども発達センター 相談支援専門員 田中 恵

相談支援事業所フェニックス 相談支援専門員 藤本 美紀

びれっじ 相談支援専門員 友村 裕子

まんてんの星相談室 相談支援専門員 新藤 由希

支援センター一歩社 相談支援専門員 山本 真子

はまゆう園相談室 相談支援専門員 吉村 徹

公募委員 田中 信

下関市社会福祉協議会 地域福祉課長 笹井 達也 副会長

（２）策定委員会の経緯

回数 開催日 内 容

第１回
令和５年（ 年）

月 日

（１）下関市障害者計画・下関市障害福祉計画（第７期）・

下関市障害児福祉計画（第３期）の策定について

（２）第５次障害者基本計画の概要及び第７期障害福祉計

画・第３期障害児福祉計画策定に係る「基本指針」の

一部改正等について

（３）下関市障害福祉計画（第６期）・下関市障害児福祉計

画（第２期）の進捗状況について

（４）下関市障害者計画・下関市障害福祉計画（第７期）・

下関市障害児福祉計画（第３期）骨子案について

第２回
令和５年（ 年）

月 日

（１）アンケート調査の結果について

（２）下関市障害者計画・下関市障害福祉計画（第７期）・

下関市障害児福祉計画（第３期）素案について

第３回
令和６年（ 年）

２月１日

（１）パブリックコメントの実施結果について

（２）下関市障害者計画・下関市障害福祉計画（第７期）・

下関市障害児福祉計画（第３期）案について

（３）市民パブリックコメント

広報 市ホームページに実施通知及び実施結果を掲載

募集期間 令和５年（ 年） 月 日～令和６年（ 年）１月 日

閲覧場所等 障害者支援課、本庁舎西棟１階エントランス、各総合支所、

本庁管内各支所、市ホームページ
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． 用語解説

あ行

アクセシビリティ 施設、設備、サービス、情報、制度等の利用のしやすさのこと。

アスペルガー症候群 知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達

の遅れを伴わないもの。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群

は、広汎性発達障害に分類されるものである。

医療的ケア児 たんの吸引や人工呼吸器の使用、経管栄養などといった医療的援

助を日常的に必要とする子どものこと。

インクルーシブ 「あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社

会の構成員として包み、支え合う」という社会政策の理念のこと。

インクルージョン 個人が持つ特有のスキルや経験、また価値観などが認められ、活

用される社会・組織を目指すこと。

ＮＰＯ 「 」の略で、ボランティア団体や住民活

動などの「民間非営利組織」を広く指す。企業のように利益を追求

するのではなく、福祉や環境、国際協力、人権問題など、様々な課

題を解決するという社会的使命の実現を目指して活動している組織

や団体。

か行

学習障害

（ＬＤ）

（ＬＤ）。全般的な知的発達に遅れはない

が、聞く・話す・読む・書く・計算する又は推論する能力のうち、

特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもの。

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担い、障害のある人の相

談支援に関する業務をワンストップで総合的に行う機関。相談支

援、情報提供、助言のほか、地域の相談支援事業者間の連絡調整

や、関係機関への連携の支援を行う。

共生社会 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障

害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会のこと。

強度行動障害 自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など

本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で

起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこ

と。

ケアマネジメント 援助を必要とする人に対し、保健・医療・福祉など様々な社会資

源を活用したケアプランを作成し、適切なサービスを行うこと。

公共職業安定所

（ハローワーク）

「職業安定法」により政府が組織・設置する機関で、職業紹介・

職業指導・雇用保険業務等を行う。

合理的配慮 障害者差別解消法では、障害の「ある人」が「ない人」と同じよ

うに生活するために過大な負担とならない範囲で行う配慮や工夫の

こと。
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さ行

児童福祉法 児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関

する基本原則を定めた法律。

自閉症 脳機能障害が原因でコミュニケーションの困難を示す障害。言語

能力が低く、対人関係を嫌い、手順などに強いこだわりや固執を示

すなどの症状がある発達障害の一種と考えられている。

重症心身障害 知的障害の程度が最重度・重度であり、かつ、身体障害者手帳の

１、２級に該当する状態。

社会モデル 社会こそが障害（障壁）をつくっており、それを取り除くのは社

会の責務とする考え方のこと。

手話奉仕員 手話奉仕員養成事業において、奉仕員として登録されている人。

聴覚・言語機能障害のある人の生活及び関連する福祉制度等につい

ての理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うために必

要な手話表現技術などを習得することを目標に、養成されている。

障害者基本法 障害者の自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定

めた法律。昭和 年制定の「心身障害者対策基本法」を改正して平

成５年に成立、平成 年に大幅改正。障害のある人に対する障害を

理由とした差別、その他権利利益を侵害する行為をしてはならない

と定める。また、国や地方自治体に障害者のための施策に関する基

本計画の策定を義務付けている。平成 年の改正により、障害者の

定義を拡大、合理的配慮の概念を導入。

障害者権利条約 障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳

を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定してい

る国際条約。障害に基づくあらゆる差別の禁止、障害者が社会に参

加し、包括されることの促進、条約の実施を監視する枠組みの設置

等を主な内容とする。国連総会において平成 年採択、日本は平成

年に批准。

障害者雇用推進者 障害者雇用についての取組体制を整備するため、企業内に設置さ

れる人。「障害者雇用促進法」では、令和３年３月１日から 人

以上の労働者を雇用する事業主は障害者雇用推進者を選任するよう

に努めなければならないとされている。障害者雇用推進者は公共職

業安定所との連絡窓口となる。

障害者雇用促進法 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の通称。障害者の雇用義

務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーション

の措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とした、

障害者の雇用と在宅就労の促進について規定した法律。

障害者差別解消法 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の通称。

「障害者基本法」の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解

消するための措置について定めた法律。障害のある人に対する不当

な差別的取扱いを禁止し、行政機関や民間事業者に対して合理的配

慮の提供を義務付けている。
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さ行

障害者就業・生活支援

センター

就業や職場への定着が困難な障害のある人を対象に、身近な地域

で、福祉・教育・就労等の関係諸機関との連絡調整を積極的に行い

ながら、就業・日常生活・社会生活上の支援を一体的に提供する施

設。都道府県知事の指定を受け、事業を実施している。

障害者総合支援法 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」の通称。地域社会における共生の実現に向けた障害福祉サービ

スの充実等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

め、「障害者自立支援法」を平成 年に改正したもの。自立支援給

付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備

のための障害福祉計画の策定、費用の負担等について定めている。

障害者トライアル雇用

奨励金制度

ハローワーク、民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困

難な障害のある人を一定期間雇用することにより、その適性や業務

遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互の理解を促進するこ

とを通じて、障害のある人の早期就職の実現や雇用機会の創出を図

ることを目的とした制度。

障害者優先調達推進法 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律」の通称。平成 年４月１日から国等による障害者就労施

設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注

の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者

就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る法律。平成

年成立。

自立支援医療 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己

負担額を軽減する公費負担制度。従来の更生医療、育成医療及び精

神障害者通院医療費公費負担について、「障害者自立支援法」に基

づき制度を統合し、医療費と所得の双方に着目した負担の仕組に改

められたもの。

身体障害者手帳 身体に障害のある人が、「身体障害者福祉法」に定める障害に該

当すると認められた場合に交付される手帳。等級は１級から６級に

区分されているが、さらに障害により視覚、聴覚、音声・言語、肢

体不自由、内部（呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小

腸、肝臓、免疫機能）等に分けられる。

身体障害者補助犬法 身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のこと。この法

律は、身体障害者補助犬の訓練事業者や使用者の義務を定めるとと

もに、身体障害のある人が公共的施設、公共交通機関等を利用する

際に、身体障害者補助犬を同伴することができるようにすることを

目的としている。平成 年 月に全面施行。

精神障害者保健福祉手

帳

精神障害のある人が各種の支援を受けやすくすることを目的とし

て、交付される手帳。障害の程度により、１級、２級、３級に区分

されている。市町村が窓口であり、２年ごとに精神障害の状態につ

いて都道府県知事の認定を受けなければならない。

成年後見制度 判断能力が低下した認知症高齢者や知的障害のある人、精神障害

のある人等を法的に保護し、支援するため、平成 年度に開始され

た制度。家庭裁判所により選任された後見人等が本人の意思を尊重

し、法律行為の同意や代行などを行う。
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音声コード

た行

地域資源 特定の地域に存在する特徴的なもので活用可能なものの総称。自

然資源だけでなく、人的なものや文化的なものなども含まれる。

地域生活支援拠点等 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援の

ための機能をもつ場所や体制のこと。居住支援のための主な機能

は、相談、緊急時の受入・対応、体験の機会・場、専門的人材の確

保・養成、地域の体制づくりの５つを柱としている。

注意欠陥多動性障害

（ＡＤＨＤ）

（ＡＤＨＤ）。多動性

（教室などで座っていられず席を離れたり、走り回ったり高いとこ

ろに上がったりする）、不注意（注意を持続することが困難）、衝動

性（順番を待つことが困難、会話など他人の邪魔をする）を症状の

特徴とする発達障害。

特別支援学校 障害のある人等が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた

教育を受けることや、学習上又は生活上の困難を克服し自立が図ら

れることを目的とした学校。従来の盲学校・聾学校・養護学校を一

本化し、障害種別を超えた学校として創設。平成 年４月施行。

特別支援教育支援員 食事、排せつ、教室移動の補助といった学校における日常生活上

の介助や、学習障害のある子どもに対する学習支援、注意欠陥性多

動性障害のある子どもに対する安全確保等の学習活動上のサポート

を行う。

特別支援教育センター 地域における特別支援教育の推進のため、特別支援教育に関する

相談・情報提供をはじめ、障害のある幼児児童生徒への指導・支

援、小・中学校等の教員への支援や研修協力、福祉・医療・労働な

どの関係機関等との連絡・調整などを行う機関。

な行

内部障害 身体障害の一つで、呼吸器機能障害、心臓機能障害、じん臓機能

障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィ

ルスによる免疫機能障害がその範囲となっていたが、平成 年４月

から、身体障害者福祉法の対象範囲拡大に伴い肝臓機能障害が新た

に加わっている。

日常生活自立支援事業 判断能力が十分でない人のため、社会福祉協議会が契約により、

各種福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理等を行う事業。国に

おいては、平成 年度より地域福祉権利擁護事業の名称を日常生活

自立支援事業としているが、山口県でも、令和５年度より名称を日

常生活自立支援事業に変更している。

ネットワーク 本来は網目状の構造とそれを上手に活用するための機能を意味す

るが、ここでは、人間関係や複数の機関のつながりや連携の意味で

用いられている。

ノーマライゼーション 障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生

活が送れるような条件を整え、共に生きる社会が普通の社会である

という考え方。
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音声コード

は行

発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の、広汎性発達障害、学習障

害、注意欠陥多動性障害などをいう。

バリアフリー 障害のある人が社会生活をしていく上での障壁（バリア）となる

ものを除去するという意味。もとは住宅建築用語で登場し、段差等

の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害のある人の

社会参加を困難にしている社会的・制度的・心理的な全ての障壁の

除去という意味でも用いられる。

ピアカウンセリング 障害のある人でカウンセリング技術を身に付けた人が、自らの体

験に基づいて、同じような立場にある他の仲間たちの相談支援に当

たり、問題解決のための助言を行うこと。

ピアサポート 障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを

活かして仲間として支えること。

避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難

することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援

を要する人の総称。

福祉避難所 避難行動要支援者の避難所生活の負担を軽減させるために、相談

等に当たる介助員等の配置やその他日常生活上必要な消耗器材の整

備に特別な配慮を行う避難所。

福祉有償運送 ＮＰＯ法人や市町村社会福祉協議会、その他非営利法人等が会員

登録した要介護者等高齢者や障害のある人など、単独で公共交通機

関を利用して移動することが困難な人を対象に、通院や通所、レジ

ャー等を目的に有償で行う車両による移送サービス。

ペアレントトレーニン

グ

保護者の方々が子どもとのより良いかかわり方を学びながら、日

常の子育ての困りごとを解消し、子どもの発達促進や行動改善を目

的とした心理療法プログラムのこと。

ペアレントプログラム 育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護

者などを、地域の支援者（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）

が効果的に支援できるよう設定された、グループ・プログラムのこ

と。

ペアレントメンター 自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一

定のトレーニングを受けた親のこと。

法定雇用率 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められている官公庁

や事業所が雇用すべく義務付けられた障害者雇用の割合。

法定雇用率適用企業 常用労働者数が 人以上の企業。（法定雇用率は ％）

防災士 「自助」「共助」「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力

を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技

能を修得したことを、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証し

た民間資格。

ボッチャ ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者又は同程度の四肢重度機能

障害者のために考案されたスポーツのこと。ジャックボール（目標

球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつのボール

を投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づ

けるかを競うもの。
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音声コード

や行

ヤングケアラー 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的

に行っている子どものこと。

要約筆記 聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通

訳のこと。話すスピードは、書く（入力する）スピードより数倍速

くすべて文字化できないため、話の内容を要約して筆記する。

ユニバーサルデザイン 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利

用しやすいよう、都市や生活環境をデザインする考え方。

ら行

リハビリテーション 障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立を目指す一連の過

程。また、障害のある人の人間らしく生きる権利を回復し、自立と

参加を目指すという考え方。

療育 障害を軽減し、自立して生活するために必要となる能力が得られ

るよう、治療・訓練と社会生活に必要な生活知識や技術等の教育・

指導を合わせて行うこと。

療育手帳 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害と判定

された人に対して交付される手帳。交付により知的障害のある人や

知的障害のある子どもに対する一貫した指導・相談を行うととも

に、各種の援護措置を受けやすくすることを目的としている。障害

の程度は、Ａ判定が最重度・重度、Ｂ判定が中度・軽度となってい

る。

レスパイト 一時的中断、休息、息抜き。この語から派生した「レスパイトケ

ア」とは乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅でケアしている家

族のリフレッシュ等のため、一時的にケアを代替する家族支援サー

ビスをいう。
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音声コード

３． アンケート調査結果

（１）調査概要

■ 調査の目的

本調査は、障害のある方が暮らしやすいまちづくりを進めるための基礎資料とすること

を目的として実施しました。

■ 調査実施方法

調査は、以下の方法により実施しました。

区 分 障害者アンケート調査 障害児保護者アンケート調査

対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者及び難病患

者・障害児通所支援利用者から無作為抽出

実施方法 郵送配布・回収

実施時期 令和５年（ 年）８月

回収状況

配布数 人

回収数 人

回収率 ％

配布数 人

回収数 人

回収率 ％

区 分 サービス提供者アンケート調査

対象者 本市に事業所を設置するサービス提供者 件

実施方法 メール配布・回収

実施時期 令和５年（ 年）８月

回収状況

配布数 件

回収数 件

回収率 ％

■ 調査結果利用上の留意事項

○回答比率は、小数点第２位を四捨五入していますので、合計が ％にならないことがあ

ります。

○２つ以上の回答を求めた（複数回答）質問の場合、その回答比率の合計は原則として

％を超えます。

○図に表示された「ｎ」は、回答者数を示しています。
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（２）障害者アンケート調査結果

現在の暮らし

●一緒に暮らしている人

●暮らしている場所

●生活費

59.5%

32.1%

20.1%

15.9%

5.7%

1.8%

1.5%

0.6%

3.1%

0.5%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分の就労・年金収入

家族の就労・年金収入

自分の障害（基礎）年金

自分の預貯金など

生活保護

各種手当て

同居以外の家族の収入

家族の障害（基礎）年金

その他

わからない

無回答 全体(n=1,025)

81.8%
2.3%

2.5%
5.8%

3.1%
3.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

一般の住宅 グループホーム 福祉施設（障害者）

福祉施設（高齢者） 病院（入院中） その他

無回答

20.1% 49.4% 16.1% 10.5%
2.5%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

一人で暮らしている

配偶者またはパートナー（や子ども）と一緒に暮らしている

父母、祖父母、兄弟姉妹などの家族と一緒に暮らしている

福祉施設やグループホームの利用者と一緒に暮らしている

その他

無回答
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●介護者や介助者の存在（介護者や介助者の必要な方）

●主な介護者・介助者（介護者や介助者がいる方）

●主な介護者・介助者の年齢（主な介護者・介助者が親族の方）

●主な介護者・介助者の性別（主な介護者・介助者が親族の方）

91.3% 5.4% 3.3%

80% 100%

全体(n=367)

いる いない 無回答

15.2% 25.1% 17.0%

3.3%

0.0%

0.6%

33.1%
1.8%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=335)

父母 配偶者（夫または妻）

子ども・子どもの配偶者 兄弟・姉妹

祖父母 近所の人・知人

ホームヘルパーや施設の職員 その他の人（ボランティア等）

無回答

2.0%

2.0%
7.9% 14.3% 27.1% 28.1% 14.8% 3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=203)

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳代 80歳代以上 無回答

29.6% 67.5% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=203)

男性 女性 無回答
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将来（３年後）の暮らし

●一緒に暮らしたい人

●暮らしたい場所

●希望する暮らしを送るための支援

 
47.9%

36.3%

32.7%

20.6%

19.6%

8.9%

6.3%

6.0%

5.3%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

経済的な負担の軽減

在宅で医療的ケアなどが適切に受けられること

必要な在宅サービスが利用できること

相談対応等の充実

障害者に適した住居の確保

情報の取得利用や意思疎通についての支援

生活訓練等の充実

地域住民等の理解

その他

無回答 全体(n=1,025)

17.4% 51.0% 11.6% 11.0%
3.5%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

一人で暮らしたい

配偶者またはパートナー（や子ども）と一緒に暮らしたい

父母、祖父母、兄弟姉妹などの家族と一緒に暮らしたい

福祉施設やグループホームの利用者と一緒に暮らしたい

その他

無回答

80.0%
1.6%

3.8%
6.8%

2.5%
5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

一般の住宅 グループホーム 福祉施設（障害者）

福祉施設（高齢者） その他 無回答
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相談先

●自分の考えや希望を気軽に話せる人

●日常生活のことや福祉サービスについて相談する所

76.8%

24.4%

13.5%

10.0%

6.0%

5.0%

4.0%

5.1%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

家族や親戚

友だち

施設（作業所など）の職員

相談支援専門員

近所の人

ホームヘルパー

その他

相談できる人がいない

無回答 全体(n=1,025)

49.0%

32.6%

13.6%

7.9%

6.8%

5.6%

4.7%

2.0%

9.0%

10.5%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医療機関(かかりつけの医師や看護師）

市役所

相談支援事業所

通所施設・作業所

社会福祉協議会

保健センター

民生委員・児童委員

参加している団体・グループ

その他

相談する所はない

無回答 全体(n=1,025)
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●相談窓口で大事なこと

情報の入手先

45.9%

43.3%

43.2%

26.2%

24.7%

2.7%

10.0%

5.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

いつでも相談できること

専門的な相談ができること

相談に行きやすい・近くにあること

続けて相談できるようにすること

相談先がすぐわかること

その他

特にない

無回答 全体(n=1,025)

32.6%

32.3%

31.2%

22.7%

20.4%

16.1%

15.0%

9.6%

5.9%

3.0%

2.3%

4.6%

5.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

家族や親せき、友人・知人

かかりつけの医師や看護師

本や新聞、雑誌の記事、

テレビやラジオのニュース

行政機関の広報誌

インターネット

病院のケースワーカーや

介護保険のケアマネージャー

サービス事業所や施設の職員

行政機関の相談窓口

相談支援事業所などの民間の相談窓口

民生委員・児童委員

障害者団体や家族会（団体の機関誌など）

その他

無回答
全体(n=1,025)
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平日の活動

●平日の主な過ごし方

●外出の目的

59.1%

22.0%

13.2%

11.4%

9.3%

7.1%

3.3%

2.2%

0.5%

4.8%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅で過ごしている

仕事をしている

病院などのデイケア(通所リハビリ）、

リハビリテーションを受けている

専業主婦（主夫）として育児・家事をしている

入所している施設で過ごしている

福祉施設、作業所等に通っている

（就労継続支援Ａ型も含む）

入院している病院で過ごしている

ボランティアなど、収入を得ない活動をしている

大学、専門学校、職業訓練校などに通っている

その他

無回答 全体(n=1,025)

63.9%

63.0%

24.8%

18.6%

12.7%

11.2%

9.2%

3.4%

8.8%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

医療機関への受診

買い物に行く

通勤・通学・通所

散歩に行く

友人・知人に会う

訓練やリハビリに行く

趣味やスポーツをする

グループ活動に参加する

その他

無回答 全体(n=1,025)
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●外出時の、困ることや心配

●収入を得る仕事

●勤務形態（収入を得る仕事をしている方）

28.3% 8.1% 34.4% 16.2% 9.7% 3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=247)

正職員で他の職員と勤務条件等に違いはない

正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある

パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員

自営業・農林水産業など

その他

無回答

24.1% 68.3% 7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,025)

仕事をしている 仕事はしていない 無回答

24.7%

21.7%

20.9%

19.9%

18.4%

13.8%

12.9%

9.5%

6.7%

6.0%

6.4%

22.6%

8.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

道路や歩道に階段や段差が多い

バスや電車の乗り降りが困難

公共交通機関が少ない（ない）

外出にお金がかかる

困った時にどうすればいいのか心配

外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーターなど）

発作など突然の身体変化が心配

切符の買い方や乗り換えの

方法がわかりにくい

介助者が確保できない

周囲の目が気になる

その他

困っていることはない

無回答
全体(n=1,025)
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●仕事をする上で不安や不満を感じること（収入を得る仕事をしている方）

●就労支援として必要なこと

26.7%

18.6%

14.6%

8.9%

8.5%

5.7%

5.3%

4.9%

4.9%

3.6%

9.3%

25.9%

14.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

収入が少ない

仕事がきつい

職場の人間関係がむずかしい

困ったことを相談できる相手がいない

通勤するのがたいへん

職場での身分が不安定

障害者用の設備が十分でない

自分にあった内容の仕事がない

昇級や昇進が平等ではない

仕事がむずかしい

その他

特に不安や不満はない

無回答 全体(n=247)

37.5%

22.1%

19.3%

14.1%

13.5%

12.0%

11.0%

6.8%

3.9%

6.3%

32.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

経営者や職場の上司、同僚に

障害の理解があること

短時間勤務や勤務日数等の配慮

通勤手段の確保

就労後のフォローなど

職場と支援機関との連携

職場で介助や援助等が受けられること

職場におけるバリアフリー等の配慮

在宅勤務の拡充

仕事についての職場外での相談対応、支援

企業ニーズに合った就労訓練

その他

無回答

全体(n=1,025)
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地域活動

●障害のある方が地域や社会に積極的に参加していくために大切なこと

●障害があることで差別されたことや嫌な思いをする（した）こと

●障害があることで差別されたことや嫌な思いをする（した）場所

30.6%

30.2%

27.9%

26.5%

21.8%

18.1%

16.3%

12.9%

8.8%

3.9%

13.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

障害者自身の積極性

地域の人たちの理解

利用しやすい施設への改善

地域の活動や行事があるときの誘いの声かけ

移動しやすい交通機関や道路への改善

魅力的な行事や活動の充実

参加を補助するボランティアなどの育成

行政の広報や福祉教育の充実

家族の積極性

その他

無回答 全体(n=1,025)

14.8% 13.9% 62.3% 9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

ある 少しある ない 無回答

34.4%

23.8%

20.4%

17.3%

16.7%

14.3%

6.1%

6.1%

5.4%

6.1%

8.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

学校・職場

外出先

病院などの医療機関

仕事を探すとき

住んでいる地域

交通機関を利用するとき

余暇を楽しむとき

福祉サービスを利用するとき

行政機関を利用するとき

その他

無回答
全体(n=294)
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災害時の対応

●災害時に一人で避難できるか

●災害時に困ること

障害福祉施策について

●障害福祉施策・サービスの満足度

39.0% 36.4% 19.8% 4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

できる できない わからない 無回答

46.8%

42.3%

40.1%

11.8%

10.9%

10.2%

8.6%

6.6%

4.0%

10.1%

7.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

投薬や治療が受けられない

避難場所の設備（トイレなど）や

生活環境が不安

安全なところまで、迅速に

避難することができない

救助を求めることができない

被害状況、避難場所などの

情報が入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

その他

特にない

無回答
全体(n=1,025)

3.3% 21.7% 55.1% 6.4% 2.7% 10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1,025)

たいへん満足 満足 どちらともいえない

不満 たいへん不満 無回答
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●障害のある方にとって暮らしやすいまちづくりに必要なこと

56.7%

50.0%

31.1%

30.0%

20.8%

17.9%

14.4%

14.1%

13.3%

13.2%

11.0%

9.5%

9.2%

8.9%

7.9%

6.5%

5.6%

4.4%

2.8%

2.4%

4.1%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実

分かりやすいサービス利用の手続き

行政からの福祉に関する情報提供の充実

在宅での生活や介助がしやすいよう

保健・医療・福祉のサービスの充実

利用しやすい公共施設の整備・改善

障害に配慮した公営住宅や、

グループホームの整備など、住宅の確保

災害のときの避難誘導体制

（緊急通報システムなど）の整備

利用しやすい道路・建物などの整備・改善

保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上

本人や家族の積極性

障害のある方やその家族、

地域住民などが行う活動に対する支援

障害者支援・ボランティア活動の育成

職業訓練の充実や働く場所の確保

日中活動を行う通所施設の整備

障害に対する理解を深めるための研修・啓発

参加しやすいスポーツ、サークル、文化活動の充実

意思疎通支援を行う者の養成

地域住民とふれあう機会や場の充実

地域でともに学べる保育・教育の場の充実

市民後見人などの人材の育成・活用を図るための研修

その他

無回答 全体(n=1,025)
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障害福祉サービスの利用について

●現在の利用

4.4%

1.7%

1.4%

1.5%

1.4%

6.0%

3.9%

3.0%

6.4%

1.9%

2.5%

5.8%

2.8%

0.7%

0.9%

3.5%

0.8%

8.7%

0.6%

1.5%

11.5%

0.9%

5.7%

2.1%

7.9%

2.1%

1.1%

1.7%

1.1%

8.9%

14.5%

58.2%

57.8%

57.0%

57.2%

56.9%

53.3%

54.4%

55.4%

52.6%

55.6%

55.4%

52.3%

55.5%

56.9%

56.0%

53.2%

54.7%

47.5%

54.4%

54.1%

47.9%

56.0%

52.1%

54.9%

51.3%

55.9%

56.2%

56.0%

56.1%

49.6%

45.7%

37.4%

40.6%

41.7%

41.4%

41.8%

40.8%

41.7%

41.6%

41.0%

42.5%

42.0%

42.0%

41.7%

42.4%

43.1%

43.3%

44.5%

43.8%

45.0%

44.4%

40.6%

43.1%

42.2%

42.9%

40.8%

42.0%

42.7%

42.3%

42.8%

41.6%

39.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①居宅介護

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥施設入所支援

⑦短期入所

⑧療養介護

⑨生活介護

⑩自立生活援助

⑪共同生活援助（グループホーム）

⑫自立訓練（機能訓練）

⑬自立訓練（生活訓練）

⑭就労移行支援

⑮就労継続支援（Ａ型「雇用型」）

⑯就労継続支援（Ｂ型「非雇用型」）

⑰就労定着支援

⑱計画相談支援

⑲地域移行支援

⑳地域定着支援

㉑相談支援事業

㉒意思疎通支援事業

㉓日常生活用具給付等事業

㉔移動支援事業

㉕デイサービス

㉖日中ショート

㉗訪問入浴

㉘地域活動支援センター

㉙自動車改造・運転免許助成事業

㉚補装具費支給

㉛福祉タクシー料金助成

利用している 利用していない 無回答
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●今後３年以内の利用予定

3.8%

2.8%

1.8%

2.0%

2.1%

2.6%

4.1%

2.6%

2.4%

1.8%

1.6%

2.0%

2.0%

1.9%

2.2%

2.2%

1.9%

2.4%

0.9%

2.2%

6.1%

1.9%

3.4%

3.3%

3.4%

4.1%

2.2%

2.9%

2.0%

4.1%

6.6%

3.4%

1.2%

1.4%

1.0%

0.9%

3.3%

2.4%

2.0%

3.5%

2.0%

1.5%

3.4%

2.0%

0.8%

0.8%

2.1%

0.7%

5.3%

0.8%

1.0%

6.5%

0.7%

3.0%

1.7%

4.1%

0.5%

0.5%

0.7%

0.7%

5.2%

6.5%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

1.5%

1.0%

0.5%

0.6%

0.6%

0.9%

0.2%

0.4%

0.3%

0.2%

0.2%

0.0%

0.1%

0.1%

0.3%

0.2%

0.1%

0.2%

0.1%

0.1%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.4%

45.2%

47.4%

47.5%

47.6%

47.7%

43.4%

42.5%

44.7%

42.7%

45.3%

44.3%

42.1%

43.8%

45.3%

44.9%

44.0%

45.2%

39.1%

46.0%

44.1%

36.2%

45.8%

42.3%

43.2%

41.1%

42.9%

44.5%

44.2%

45.0%

38.1%

34.8%

47.4%

48.4%

49.2%

49.2%

49.1%

49.2%

50.0%

50.2%

50.7%

50.4%

51.8%

52.2%

51.9%

51.8%

51.9%

51.4%

52.3%

53.1%

52.2%

52.4%

50.9%

51.6%

51.0%

51.7%

51.3%

52.2%

52.6%

52.0%

52.2%

52.5%

51.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①居宅介護

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥施設入所支援

⑦短期入所

⑧療養介護

⑨生活介護

⑩自立生活援助

⑪共同生活援助（グループホーム）

⑫自立訓練（機能訓練）

⑬自立訓練（生活訓練）

⑭就労移行支援

⑮就労継続支援（Ａ型「雇用型」）

⑯就労継続支援（Ｂ型「非雇用型」）

⑰就労定着支援

⑱計画相談支援

⑲地域移行支援

⑳地域定着支援

㉑相談支援事業

㉒意思疎通支援事業

㉓日常生活用具給付等事業

㉔移動支援事業

㉕デイサービス

㉖日中ショート

㉗訪問入浴

㉘地域活動支援センター

㉙自動車改造・運転免許助成事業

㉚補装具費支給

㉛福祉タクシー料金助成

今よりも利用を増やす予定 今と同じぐらい利用する予定 今よりも利用を減らす予定 利用希望がない 無回答
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（ ）障害児保護者アンケート調査結果

困りごとや不安に感じること

●困りごとや不安に感じること

●相談相手

83.9%

56.8%

50.8%

44.2%

37.7%

35.7%

11.1%

3.5%

3.5%

3.0%

1.5%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

家族・親族

障害児通所支援事業所

（児童発達支援・放課後等デイサービス）

こども発達センター

友人・知人

病院・診療所

園（幼稚園・保育園・こども園）

・学校（総合支援学校を含む）

指定障害児相談支援事業所

近所の人

児童相談所

訪問している保健師・ヘルパーなど

誰にも相談していない

無回答 全体(n=199)

「その他」含め３％未満は、省略しています

84.4%

58.3%

40.7%

29.6%

28.1%

24.6%

24.1%

22.1%

19.6%

18.6%

15.6%

13.6%

5.5%

6.0%

5.0%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

将来の見通しに不安がある

親亡き後子どもを誰がみてくれるのか不安

精神的な負担が大きい

緊急時の対応に不安がある

休養や息抜きの時間が少ない

仕事などができない

経済的な負担が大きい

周囲の理解が得られない

身体的な負担が大きい

他に手助けを頼める人がいない

養育者自身の健康に不安がある

長期の旅行や外出ができない

社会活動などができない

その他

特に困っていることはない

無回答
全体(n=199)
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●日常生活に関して不安に思うことや改善したいこと

●医療に関して困っていること

22.6%

14.1%

13.1%

13.1%

8.0%

7.0%

4.5%

4.0%

5.5%

41.7%

4.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

専門的な医療を受けられる機関が少ない

（近くにない）

気軽に受診できる医療機関が近くにない

医療機関に関する情報が少ない

医療に関する手続きが大変である

医療費の負担が大きい

通院のために付き添ってくれる人がいない

緊急時に対応してくれる医療機関がない

通院のための移動手段で困っている

その他

困っていることはない

無回答 全体(n=199)

66.3%

60.8%

59.8%

57.8%

51.3%

49.7%

27.6%

25.6%

24.1%

22.1%

21.1%

17.1%

14.6%

12.6%

11.1%

11.1%

9.5%

9.0%

8.0%

1.5%

1.5%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

成長や発達のこと

進路のこと

友だちなど周囲の人との関係のこと

学校・教育のこと

就職のこと

行動上の課題のこと

子どもへの接し方

経済的なこと（手当、年金）

外出のこと

緊急時のこと（急病・けがなど）

災害時のこと

預け先がない

医療・健康のこと

福祉サービスのこと

住まいのこと

余暇のこと

リハビリ・訓練のこと

治療費のこと

介助・介護のこと

その他

特にない

無回答
全体(n=199)
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●学校教育について困っていること（園・学校に通っている方）

就労について

●企業などで働くための支援

67.3%

58.3%

43.7%

38.7%

32.2%

26.6%

18.1%

18.1%

5.0%

3.0%

0.5%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

職場の障害に対する理解の促進

障害特性に合った職業・雇用の拡大

障害に対応した柔軟な勤務体制（短時間就労など）

職場に定着するための支援（ジョブコーチなど）

働く能力を身につけるための職業訓練

就労のための総合的な相談

職場を理解するための就労体験

障害者向けの求人情報の提供

職場施設のバリアフリー化

その他

特に必要なことはない

無回答 全体(n=199)

51.6%

34.6%

31.9%

19.7%

17.6%

17.0%

10.1%

1.6%

9.0%

10.6%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

学校卒業後の進路に不安がある

友だちとの関係づくりがうまくできない

教職員の指導・支援の仕方が心配

今後の学校選択で迷っている

通学や通園の送り迎えが大変

専門的な教育・指導に関する情報が少ない

専門的な教育・指導を受ける機会がない

学校のカリキュラムが本人に合わない

その他

特にない

無回答 全体(n=188)
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情報の入手先

地域生活

●地域で暮らし続けるための課題

67.8%

64.8%

22.1%

21.1%

20.6%

18.1%

16.6%

16.1%

14.6%

12.1%

12.1%

3.0%

0.5%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

安定した収入の確保

就労の場の確保

住まいの確保

学校生活に関すること

作業所など日中通う場の確保

手助けしてくれる人がいない

食事、入浴、着替えなど身の回りのこと

相談できる人がいない

福祉サービスの内容が不十分である

福祉サービスの種類が不十分である

健康・医療のこと

その他

特にない

無回答 全体(n=199)

51.3%

37.7%

37.7%

33.7%

27.6%

25.1%

21.6%

9.0%

6.0%

3.0%

1.0%

0.0%

5.0%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

サービス事業所の施設の職員

かかりつけの医師や看護師

相談支援事業所などの民間の相談窓口

インターネット

保育園、幼稚園、学校の先生

家族や親せき、友人・知人

行政機関の広報誌

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

行政機関の相談窓口

障害者団体や家族会（団体の機関誌など）

病院のケースワーカー

民生委員・児童委員

その他

無回答
全体(n=199)
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●障害のある方にとって住みよいまち

障害福祉施策について

●障害福祉施策・サービスの満足度

54.3%

49.7%

46.2%

36.7%

34.7%

32.2%

27.6%

21.6%

20.1%

19.6%

18.6%

15.1%

14.1%

14.1%

13.6%

12.6%

9.0%

9.0%

7.5%

7.5%

5.0%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

分かりやすいサービス利用の手続き

何でも相談できる窓口をつくるなど

相談体制の充実

職業訓練の充実や働く場所の確保

障害に配慮した公営住宅や、

グループホームの整備など、住宅の確保

行政からの福祉に関する情報提供の充実

日中活動を行う通所施設の整備

保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上

障害に対する理解を深めるための研修・啓発

在宅での生活や介助がしやすいよう

保健・医療・福祉のサービスの充実

地域でともに学べる保育・教育の場の充実

利用しやすい公共施設の整備・改善

意思疎通支援を行う者の養成

参加しやすいスポーツ、サークル、

文化活動の充実

障害のある方やその家族、

地域住民などが行う活動に対する支援

障害者支援・ボランティア活動の育成

災害のときの避難誘導体制

（緊急通報システムなど）の整備

市民後見人などの人材の育成

・活用を図るための研修

本人や家族の積極性

地域住民とふれあう機会や場の充実

利用しやすい道路・建物などの整備・改善

その他

無回答

全体(n=199)

4.5% 33.2% 42.7% 14.6% 4.0% 1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=199)

たいへん満足 満足 どちらともいえない

不満 たいへん不満 無回答
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障害福祉サービスの利用について

●現在の利用

●今後３年以内の利用予定

51.8%

61.8%

80.9%

1.0%

8.0%

3.0%

45.2%

1.5%

0.0%

0.5%

1.5%

0.5%

40.2%

33.2%

11.6%

88.4%

81.4%

87.4%

47.2%

87.4%

87.9%

88.4%

87.4%

88.4%

8.0%

5.0%

7.5%

10.6%

10.6%

9.5%

7.5%

11.1%

12.1%

11.1%

11.1%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①児童発達支援

②放課後等デイサービス

③障害児相談支援

④居宅訪問型児童発達支援

⑤保育所等訪問支援

⑥短期入所（ショートステイ）

⑦相談支援事業

⑧居宅介護

⑨行動援護

⑩移動支援事業

⑪日中ショート

⑫訪問入浴

利用している 利用していない 無回答

4.0%

25.1%

4.5%

1.0%

4.0%

7.0%

7.5%

1.5%

5.0%

5.5%

8.0%

2.5%

29.1%

42.2%

56.8%

1.0%

4.0%

1.0%

32.7%

1.0%

0.5%

1.0%

1.0%

0.5%

6.0%

4.0%

2.5%

0.0%

1.0%

0.0%

1.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

33.2%

12.1%

10.6%

75.9%

67.8%

71.4%

35.7%

74.9%

70.9%

70.9%

67.8%

74.9%

27.6%

16.6%

25.6%

22.1%

23.1%

20.6%

22.6%

22.6%

23.6%

22.6%

23.1%

22.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①児童発達支援

②放課後等デイサービス

③障害児相談支援

④居宅訪問型児童発達支援

⑤保育所等訪問支援

⑥短期入所（ショートステイ）

⑦相談支援事業

⑧居宅介護

⑨行動援護

⑩移動支援事業

⑪日中ショート

⑫訪問入浴

今よりも利用を増やす予定 今と同じぐらい利用する予定 今よりも利用を減らす予定 利用希望がない 無回答
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（４）サービス提供者アンケート調査結果

●提供しているサービス

●運営の課題

相談支援

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

療養介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（ 型）

就労継続支援（ 型）

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

共同生活援助

施設入所支援

地域活動支援センター

就労定着支援

自立生活援助

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

無回答

全体

76.8%

65.7%

53.5%

35.4%

34.3%

23.2%

22.2%

19.2%

14.1%

10.1%

6.1%

4.0%

4.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

人材の確保・定着

人材の育成

報酬体系・報酬額の低さ

利用者の確保

利用希望に対する調整

施設整備費の確保

利用者との関係づくり

受け入れの際の利用者情報の不足

医療的ケアの必要な方の受け入れ

ネットワークづくり

障害支援区分による利用制限

近隣住民との関係

その他

無回答 全体(n=99)
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●サービスの向上のために今後必要な支援

●地域に不足している地域資源（サービス）

76.8%

42.4%

37.4%

35.4%

28.3%

19.2%

17.2%

4.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

福祉サービス従事者・

専門的人材の育成・確保

施設整備などのための資金援助

サービス提供事業者に対する

研修会の開催

制度改正に関する情報提供や

相談指導

行政との情報共有の充実

サービス提供事業者に関する情報

について利用者への提供を充実

サービス提供事業者間の

交流機会の設定

その他

無回答 全体(n=99)

80.8%

52.5%

35.4%

18.2%

15.2%

4.0%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

障害福祉サービス

相談支援事業所

地域生活支援事業

成年後見人

医療機関

その他

無回答
全体(n=99)
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●障害福祉サービスの中で不足しているもの

●地域生活支援事業で不足しているもの

相談支援事業

移動支援事業

意思疎通支援事業

地域活動支援センター事業

日常生活用具給付等事業

無回答 全体

相談支援

居宅介護

短期入所（福祉型）

共同生活援助

短期入所（医療型）

自立訓練（生活訓練）

重度訪問介護

行動援護

同行援護

放課後等デイサービス

就労継続支援（ 型）

施設入所支援

生活介護

児童発達支援

療養介護

自立訓練（機能訓練）

就労選択支援

就労移行支援

地域活動支援センター

就労定着支援

自立生活援助

重度障害者等包括支援

就労継続支援（ 型）

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

無回答

全体
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障害児支援について

●程度や特性、状態に応じた教育・育成を受けるために、今、特に求められているもの

●子どもの支援に関して、充実してほしい取組（障害児通所支援事業者の方）

障害の特性に応じた学習内容の充実

必要に応じた支援員の配置

特別支援学級や特別支援学校に対する

保護者の理解

普通学級か、特別支援学級（障害児学級）か、

特別支援学校かの適切な選択

障害の早期発見・早期支援の仕組みづくり

障害の特性に応じた設備・備品の整備

その他

無回答 全体

家族の理解促進、能力の向上

事業者の知識、技術の向上

学校などの知識、技術の向上

長期休暇や土日を含めた日中一時受入の充実

障害児通所施設の充実

児童の短期入所施設の充実

母子保健・福祉・教育の連携強化

相談相手や相談機関の充実

医療機関の充実

乳幼児健診の充実

その他

無回答 全体
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